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日程第１ 第73号議案 令和４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第74号議案 令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第75号議案 令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第76号議案 令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第77号議案 令和４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第78号議案 令和４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第79号議案 令和４年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第80号議案 令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第81号議案 令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第82号議案 令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第83号議案 令和４年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第84号議案 令和４年度神河町水道事業会計決算認定の件

第85号議案 令和４年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第86号議案 令和４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第73号議案 令和４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件

第74号議案 令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第75号議案 令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の

件

第76号議案 令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第77号議案 令和４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件
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第78号議案 令和４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第79号議案 令和４年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第80号議案 令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認定

の件

第81号議案 令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第82号議案 令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定の

件

第83号議案 令和４年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定の件

第84号議案 令和４年度神河町水道事業会計決算認定の件

第85号議案 令和４年度神河町下水道事業会計決算認定の件

第86号議案 令和４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件
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宮 本 公 平

代表監査委員 藤 後 秀 喜

午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） おはようございます。それでは、再開します。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達していますので、第１１５回

神河町議会定例会第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は、令和４年度神河町各会計決算審査報告のため、後ほど藤後秀喜代表監査委員

に出席いただき、執行部からの各会計決算説明の後、決算審査報告をいただきます。

それでは、議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第７３号議案から第８６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第７３号議案から第８６号議案、令和４年度各会計

歳入歳出決算認定の件を一括議題とします。

まず、第７３号議案、令和４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。それでは、第７３号議案、令和４年度神

河町一般会計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

それでは、決算説明資料のほうの３ページを御覧いただいて、それに沿って説明をさ

せていただきます。令和４年度の神河町の決算につきましては、第２次神河町長期総合

計画の基本構想及び前期基本計画の内容を基本に、①安全安心のまちづくり、②交流か

ら関係そして定住、③子育て環境の充実、④山林・農地の活用による雇用創出の様々な

施策・事業を展開いたしました。

まず、人口減少社会にあっても神河町の将来に希望を描けるまちづくりの指針、２０
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５０神河将来ビジョンの策定です。人口が減少しても元気な町であり続けることを目指

し、理想とする未来の姿と、その実現のために必要となる取組の方向性を描きました。

町全体の目指す姿は、「変わらない風景を未来の世代へ」です。

２０５０年の神河町、人口が０００人になっても、元気な町であり続けるために、

そこから逆算して、今、何ができるかを考え、住民・行政・神河町に関係する方々が共

有するための羅針盤として、一体感を持ってこれからのまちづくりに反映させてまいり

ます。

神河町のことを「ずっと」大好きでいられるように。世界中の「みんな」が神河町の

ことを大好きになるように。未来に向けて夢が膨らむ神河町を共につくっていきます。

次に、新型コロナウイルス感染症とコロナ禍におけるエネルギー・食料品等の物価高

騰への対応です。

令和５年５月８日からは、感染症法上の季節性インフルエンザと同様の５類感染症に

位置づけられ、少しずつですが、コロナ前の日常が戻りつつあります。令和４年度も引

き続き国の方針に基づき、安全かつ迅速なワクチン接種に取り組みました。また、エネ

ルギー・食料品等の物価高騰への対応については、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金による対応を中心に取り組みました。主なものとして、住民税非課税世

帯臨時特別給付金に３万円の継ぎ足し給付、子育て世帯生活支援特別給付金の町単独事

業として、児童扶養手当受給者・非課税の子育て世帯へ児童１人当たり５万円を上乗せ

支給、農林業の担い手経営支援事業、事業所燃料費等支援金事業など地域経済等地方創

生につながる効果的で速効性のある対策を優先的に実施しました。新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金による事業は、約２億３００万円になりました。

引き続き、町民の皆様の安全・安心を確保する取組を進めていくとともに、新しい生

活様式、地域力のレジリエンス、いわゆる回復力、復元力など、困難をしなやかに乗り

越え回復する力ということでございますが、それら等、新たな課題の解決に取り組んで

まいります。

人口減少と過疎化においては、神河町過疎地域持続的発展計画を基本に、過疎対策事

業債を有効に活用しながら、過疎地域からの脱却を目指した取組を継続して進めました。

特に、若者世帯の移住・定住施策である、若者世帯向け家賃補助金事業、若者世帯住宅

取得支援補助金事業、リフォーム支援補助金事業を継続して推進するとともに、企業誘

致等、働く場、雇用の創出にも積極的に取り組みました。

地球温暖化対策では、神河町「クールチョイスなまち宣言」を基本に、２０５０年ゼ

ロカーボンを実現するための神河町地球温暖化対策実行計画に対応した取組を推進しま

した。

特に、引き続き、かみかわ未来環境塾を継続的に開催し、塾生の皆様にアンケートに

答えていただき、かみかわ未来環境塾レポートを取りまとめました。その中の貴重な御

意見として、これから神河町が取り組むべきだと思うこととして、具体的な方法を提示
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し、町民に周知する、車がなくても生活できるよう、公共交通機関の利用の促進、森林

整備と太陽光発電住宅、電気自動車購入を補助金制度等で促進、ＣＯ２ 排出権取引を行

い、費用を町財政に充てる、神河町地球温暖化対策実行計画ロードマップの情報共有な

ど、貴重な意見をいただきました。

かみかわ未来環境塾レポートの取りまとめにあるように、行政、住民、事業所、地域

等の役割をしっかり整理し、２０５０年ゼロカーボンの実現に向け取り組んでまいりま

す。

大規模震災・豪雨災害等、安全安心対策では、近年頻発する記録的な豪雨、大型台風

による甚大な被害の教訓を踏まえ、神河町災害時受援計画を基本に、令和４年度では７

２時間対応の非常用発電機を整備しました。引き続き自然災害に備え、地域の防災力を

高めるとともに、災害警戒態勢の強化を図ってまいります。

自治体経営の要である行財政につきましては、行財政改革推進委員会で審議を重ねて

いただき、第３次神河町行財政改革大綱を策定し、３月議会定例会において承認いただ

きました。限られた経営資源を最大限に生かし、より実効的な計画に発展させるため、

これまで進めてきた行財政改革を停滞させることなく、将来世代へ過度の財政負担を残

さない持続可能な財政運営を実現するため、取組のテーマを「地方創生の流れに乗った

一歩踏み込んだ改革」として、引き続き行財政改革の推進に努めてまいります。

最後に、喫緊の課題である人口減少社会への対応として、引き続き地域創生総合戦略

を効果的に進めるとともに、国が推進する防災・減災、国土強靱化を踏まえ、河川内に

繁茂する立木等の除去、河川のしゅんせつ、地域防災の充実など安全・安心のまちづく

り、長期的視点に立った農林業の再生・持続化を進めてまいります。

持続的発展可能なまちづくりには、一歩一歩継続した施策・事業の取組が不可欠です。

「継続さらに発展」をキーワードに、引き続き町民の皆様一人一人の意見を大切に、

「大好き！私たちの町 かみかわ」を合い言葉に、みんなが活躍できるまちづくりに向

け、町民の皆様と共に取り組んでまいります。

続いて、町の財政状況等について御説明いたします。

国の地方財政状況調査における普通会計歳出総額は８７億９０９万０００円で、

昨年度より１億４０２万０００円の減額となりました。また、歳入歳出差引き額は

２億３５７万０００円で、そのうち８１１万０００円を令和５年度へ繰り越す

べき財源としましたので、実質収支額は１億５４５万０００円となりました。

財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳入における普通交付税をはじめとした経常一

般財源額は増加したが、歳出における公債費に充当した経常一般財源額が大幅に増加し

たため、昨年度と比較して ６ポイント上回り、８ ９％となりました。

続いて、財政の健全化判断比率である実質公債費比率は、令和４年度までの３か年の

平均は１ ７％となり、昨年度と比較して ８ポイント下回りました。また、将来負担

比率は３ １％となり、昨年度と比較して ２ポイント上回りました。
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普通交付税は、当初予算額よりも大幅に増え、３１億５０８万０００円の交付と

なりました。

また、特別交付税については、当初予算額よりも多い６億７４９万０００円の交

付を受けることができました。

これらの財源を基に、財政調整基金からの繰入金を大幅に減らし、逆に積立金が増え

た結果、年度末残高は１９億６１８万０００円となりました。

また、一般会計においては、歳入歳出予算額、当初予算８４億７００万円に、補正

額５億６７５万０００円と、前年度からの繰越明許費２億６８１万０００円を加

え、予算総額は９２億０５６万０００円となりました。

決算については、歳入総額８９億５０５万０００円、歳出総額８６億１５２万

円で、歳入歳出差引き額は２億３５３万０００円となりました。そのうち、８１

１万０００円を令和５年度へ繰り越すべき財源としましたので、実質収支額は１億

５４１万０００円となりました。

さて、人口減少社会、新型コロナウイルス感染症以降の我が町の行財政運営の将来を

見据えると、新たな行政需要の増加等の財政環境に対応すべく、しっかりと行財政改革

を実行すること、そして事業の総括・検証の中からどのような施策に積極的に取り組ん

でいくべきかを考え、選択していくことが不可欠となってきます。行政でしかできない

こと、地域でしかできないこと、そして行政と地域が協働して進めるまちづくりを、町

民の皆さんと一緒になって考えていくことが、将来世代への負担軽減、持続可能な財政

運営につながっていくものと考えています。

それでは、決算の概要について、歳入から説明を申し上げます。

決算書３ページから４ページを御覧いただきたいと思います。

歳入決算額は、予算現額９２億０５６万０００円に対し、調定額９０億６３０

万８９６円、収入済額８９億５０５万４６０円で、町税等につきまして４８８

万５５３円を不納欠損しましたので、収入未済額は１億６３７万８８３円となり、

予算現額に対して９ ８％、調定額に対して９ ７％の収入でございます。

それでは、決算書の１ページから、款ごとに収入済額を申し上げます。１款町税は１

７億３１０万７５７円、２款地方譲与税から１０款地方特例交付金及び１２款交通

安全対策特別交付金並びに２３款自動車取得税交付金は、合わせて４億２７１万０

６３円、１１款地方交付税につきましては、普通交付税は昨年度より１億１３３万０

００円増額の３１億５０８万０００円、特別交付税は昨年度より７４９万００

０円増額の６億７４９万０００円、合計３７億２５８万０００円、１３款分担

金及び負担金は５８４万５４９円、１４款使用料及び手数料は１億２０１万９

９０円、１５款国庫支出金は９億５９７万０４８円、１６款県支出金は７億７８３万

６７３円、１７款財産収入は１４７万９００円、１８款寄附金は６５４万０８

８円、１９款繰入金は１億２３２万２９４円、２０款繰越金は１億１６３万４０
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１円、２１款諸収入は１億７９３万６９７円、２２款町債は４億５０７万００

０円。

続きまして、７ページから８ページを御覧ください。歳出決算額は、予算現額９２億

０５６万０００円に対し、支出済額８６億１５２万３７７円で、予算現額に対し

９ ４％の執行でございます。

それでは、決算書５ページから、款ごとに支出済額を申し上げます。１款議会費は

１３０万６７６円、２款総務費は１７億７９４万８４２円、３款民生費は１５億

６２６万９８６円、４款衛生費は１６億８６９万３７７円、５款農林水産業費

は６億０６８万４９３円、６款商工費は２億４１６万５９８円、７款土木費は

４億９５１万６７７円、８款消防費は２億１５０万７８５円、９款教育費は８億

５６８万３３８円、１０款公債費は１１億５７５万６０５円。

詳細につきましては、令和４年度一般会計決算説明資料を参考にしていただきながら、

この後、会計管理者から詳細説明をいたしますので、よろしく御審議をお願いいたしま

す。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

北川会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（北川 由美君） 会計課、北川でございます。

それでは、第７３号議案、令和４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、

決算書により説明させていただきます。先ほどの町長の説明と重複する部分もあります

が、御了承賜りますようお願いいたします。

まず、１ページから８ページにかけましては、令和４年度一般会計歳入歳出決算書と

なっています。その歳入合計額が３、４ページに記載がありますので御覧ください。

令和４年度一般会計の歳入の決算額は、調定額９０億６３０万８９６円に対し、

収入済額８９億５０５万４６０円、不納欠損額４８８万５５３円、収入未済額

は１億６３７万８８３円となっています。

次に、決算書の５ページから８ページにかけまして、歳出の決算書となっています。

その歳出合計額が７、８ページに記載がありますので御覧ください。

歳出の決算額は、支出済額８６億１５２万３７７円、翌年度繰越額２億５２９万

５００円、不用額２億３７５万１２３円となり、歳入歳出差引き残高は２億３

５３万０８３円となっています。これによる実質収支につきましては、１８９ページ

の令和４年度一般会計決算実質収支に関する調書のとおりでございまして、歳入歳出差

引き額から翌年度へ繰り越すべき財源８１１万０００円を控除した額、１億５４

１万０００円が実質収支額となっています。

それでは、歳入歳出事項別明細書によりまして、主な内容のみになりますが、説明さ

せていただきます。

まず、歳入関係でございます。決算書９、１０ページをお開きください。１款町税は、
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収入済額１７億３１０万７５７円で、歳入総額の１ ９％を占め、不納欠損額は８

４５万１６８円、収入未済額は７９５万３２０円、徴収率は９ ９％です。

１項町民税は、収入済額４億６８０万８１３円で、不納欠損額は３６件、２８６

万９６８円、収入未済額は５２１万６１７円、徴収率９ ４％です。１目個人町

民税は、収入済額４億３３５万２１３円で、徴収率９ １％です。２目法人町民税は、

収入済額３４５万６００円で、徴収率９ ３％です。

２項固定資産税は、収入済額１１億２３１万９３０円で、歳入総額の１ ３％を

占め、不納欠損額は７４件、５２５万４００円、収入未済額は０１７万１２０円、

徴収率は９ ５％です。１目固定資産税は、収入済額１１億１１２万９３０円で、

徴収率９ ５％です。２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、収入済額１１９

万０００円で、新野県営住宅や生野ダム関連などの土地建物分となっています。

３項軽自動車税は、収入済額６８４万９２７円で、不納欠損額は２９件、３３万

８００円、収入未済額は２５５万５８３円、徴収率９ ２％です。

４項町たばこ税は、収入済額６６９万７８７円で、徴収率は１００％です。

５項鉱産税は、収入済額４４万３００円です。

１１、１２ページをお願いします。２款地方譲与税は、収入済額１億０２７万０

００円で、歳入総額の ３％となっています。内訳は、１項地方揮発油譲与税で、収入

済額７３５万０００円、２項自動車重量譲与税で、収入済額１９６万円、３項森

林環境譲与税で、収入済額０９５万０００円。

３款利子割交付金は、収入済額６９万０００円。

４款配当割交付金は、収入済額０３１万０００円。

５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済額７３６万０００円。

ページをめくっていただきまして、６款ゴルフ場利用税交付金は、収入済額６６６万

１２１円。

７款法人事業税交付金は、収入済額３３５万円。

８款地方消費税交付金は、収入済額２億１３７万０００円。

９款環境性能割交付金は、収入済額３２１万０００円。

１０款地方特例交付金は、収入済額７３６万０００円。

内訳は、ページをめくっていただきまして、１項地方特例交付金で、収入済額６５４

万０００円、２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金で、収入

済額８１万０００円、１１款地方交付税は、収入済額３７億２５８万０００円で、

収入総額の４ ５％を占めています。内訳は、普通交付税３１億５０８万０００円、

特別交付税６億７４９万０００円です。

１２款交通安全対策特別交付金は、収入済額１８８万０００円です。

１３款分担金及び負担金は、収入済額５８４万５４９円で、歳入総額の ４％と

なっています。内訳は、１項分担金で８６万６３０円、ページをめくっていただきま
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して、１目総務費分担金は６万円で、３件のケーブルテレビ加入金です。２目農林業費

分担金は４７万７５０円で、町単独林道補修事業、杉区林道清田線水路設置工事の受

益者分担金です。３目土木費分担金は３３万８８０円で、福本区町道上町線改良工事の

受益者分担金です。

２項負担金は４９７万９１９円、１目民生費負担金は３２８万３８２円で、

寺前保育所、神崎保育園等の運営費負担金、病児・病後児保育負担金や老人福祉施設入

所者費用徴収金などです。２目衛生費負担金は３７２万５１５円で、中播北部行政

事務組合からの職員人件費負担金と南小田区消火栓移設工事の受益者負担金です。３目

農林業費負担金は７９６万０２２円で、兵庫県農業共済組合からの職員人件費負担金

です。

１４款使用料及び手数料は、収入済額１億２０１万９９０円で、収入総額の ７

％となっています。

１項使用料は、収入済額１億５０５万３８４円で、１目総務使用料は５５８万

４２０円で、過年度も含めたケーブルテレビ利用料が主なものです。収入未済額は２５

万４８０円で、現年、過年度分のケーブルテレビ利用料です。

１９、２０ページをお願いします。２目衛生使用料は４３０万５６１円で、合併処

理浄化槽に係る現年、過年度分の保守管理受託分です。合併処理浄化槽事業につきまし

ては、令和４年６月２８日より特別会計に移行しています。３目土木使用料は３４３

万４６８円で、町営住宅５団地と長谷地区の定住促進空き家活用住宅の使用料、道路

占用料、寺前駅前２か所の駐車場使用料、法定外公共物使用料です。収入未済額は７７

万１３０円で、町営住宅比延団地、中村団地及び新野駅前団地の現年、過年度分の使

用料です。４目教育使用料は１７１万９３５円で、幼稚園預かり保育料や学童保育

クラブ、公民館、町民温水プールなど各施設の使用料です。収入未済額は、学童保育ク

ラブ施設使用料の現年、過年度分で６万０００円、はにおか運動公園及び温水プール

使用料の現年度分で２万１００円となっています。

２項手数料は、収入済額６９６万６０６円で、ページをめくっていただきまして、

１目総務手数料は５７０万６０３円で、ケーブルテレビ端末機器設置手数料や徴税関

係証明手数料、戸籍住民基本台帳関係の証明手数料などです。収入未済額は３００円

で、過年度分のケーブルテレビ端末機器設置手数料です。

２目衛生手数料は１０７万４０３円で、し尿くみ取り手数料、犬の登録などの手数

料、一般廃棄物収集運搬業許可証交付手数料です。収入未済額５５０円は、狂犬病予防

注射済票交付手数料です。３目土木手数料は１８万円で、屋外広告物許可手数料や建築

確認調査手数料などです。４目農林水産手数料は６００円で、農地台帳の写しの交付手

数料です。

１５款国庫支出金は、収入済額９億５９７万０４８円で、歳入総額の１ ２％とな

っています。
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１項国庫負担金は、収入済額４億５８９万７６４円、１目民生費国庫負担金は４

億１５８万３１３円で、私立保育所運営費負担金、ページをめくっていただきまして、

国保基盤安定負担金、障害者自立支援給付費等負担金、児童手当被用者負担金、介護保

険低所得者保険料軽減負担金、子育てのための施設等利用給付交付金などです。２目衛

生費国庫負担金は４３１万４５１円で、未熟児養育医療給付事業負担金と過年度分

を含めた新型コロナウイルスワクチン接種にかかる国庫負担金です。

２項国庫補助金は、収入済額４億７５５万６５９円で、１目総務費国庫補助金は

２億７０１万４５６円で、繰越分を含めた社会保障・税番号システム整備費補助金、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、電力・ガス・食料品等価格高騰重

点支援地方交付金などです。２目民生費国庫補助金は１億８１９万８０３円で、ペー

ジをめくっていただきまして、繰越分の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、子育て世帯への臨時特別給付金などの

補助金です。３目衛生費国庫補助金は４３２万０００円で、新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事業費補助金、出産・子育て支援交付金などです。

４目土木費国庫補助金は５７３万４００円で、繰越分を含めた道路メンテナンス

事業費補助金、定住促進などに係る社会資本整備総合交付金や賃貸住宅の家賃対策補助

金です。

２７、２８ページをお願いします。５目教育費国庫補助金は２２８万０００円で、

小・中学校の特別支援学級就学援助費や埋蔵文化財緊急発掘調査費の補助金などです。

３項国庫委託金は、収入済額２５１万６２５円で、１目総務費国庫委託金は２２万

円で、自衛隊員募集事務及び中長期在留者居住地届出等事務の委託金です。２目民生費

国庫委託金は２２９万６２５円で、国民年金事務及び特別児童扶養手当事務取扱に係

る委託金です。

１６款県支出金は、収入済額７億７８３万６７３円で、歳入総額の ９％となってい

ます。

１項県負担金は、収入済額２億５５５万６３８円で、１目総務費県負担金は３４

４万１００円で、県移譲事務市町交付金、２目民生費県負担金は２億１９８万５

３８円で、私立保育所運営負担金、ページをめくっていただきまして、国保、後期高齢

者医療保険基盤安定負担金、障害者自立支援給付費等負担金、児童手当被用者負担金、

介護保険低所得者保険料軽減負担金などです。３目衛生費県負担金は１２万０００円

で、未熟児養育医療給付事業負担金です。

２項県補助金は、収入済額３億４３５万９１６円で、１目総務費県補助金は２

７２万３６６円で、市町振興支援交付金、ひょうご地域創生交付金、電源立地地域対

策交付金事業補助金につきましては、こっとん亭前の転落防止柵更新と町道上岩・宮野

線舗装修繕に係るものです。２目民生費県補助金は７９４万３２４円で、民生児童

委員活動費用などの社会福祉事業に対する補助金や、ページをめくっていただきまして、
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老人クラブ活動に係る補助金、各福祉医療に対する補助金、子ども・子育て支援交付金

などです。

３３、３４ページをお願いします。３目衛生費県補助金は６５９万０００円で、健

康増進事業や僻地診療所運営費などの補助金、出産・子育て支援交付金などです。４目

農林業費県補助金は２億１２１万７９５円で、中山間地域等直接支払交付金、繰越

分の地籍調査事業補助金、多面的機能支払交付金、繰越分を含めた、ため池廃止に係る

農村地域防災減災事業補助金、農業生産コスト低減緊急事業や緊急防災林整備事業の補

助金、混交林整備事業負担金などです。

３５、３６ページをお願いします。５目商工費県補助金は０４４万０００円で、

峰山新宿泊施設起債償還補助金と、２０％のプレミアム付商品券発行事業の補助金です。

６目土木費県補助金は１９７万０００円で、簡易耐震診断推進事業、空き家活用支援

事業などの補助金です。７目教育費県補助金は３４５万４３１円で、小学校体験活動

事業、スクール・サポート・スタッフ配置事業、トライやる・ウイーク事業、埋蔵文化

財緊急発掘調査費などの補助金です。

３項県委託金は、収入済額１億７９１万１１９円で、１目総務費県委託金は４

２６万２１９円で、県民税徴収事務、県議会議員選挙及び参議院議員通常選挙の委託

金、ページをめくっていただきまして、毎月人口統計調査や就業構造基本調査など各種

統計調査の委託金、地域再生協働員設置業務委託金です。２目民生費県委託金は２０万

４００円で、援護事務市町交付金と行旅死亡人１件の取扱費用の弁償金です。３目衛

生費県委託金の収入はございません。４目農林業費県委託金は４７９万０００円で、

地籍調査事業、道の駅維持管理及びナラ枯れ防除事業の委託金です。５目商工費県委託

金は７１３万５００円で、砥峰高原自然交流館の管理運営に係る委託金です。６目土

木費県委託金は１２１万０００円で、河川クリーン作戦事業やチェーン着脱場維持管

理などの委託金です。７目教育費県委託金は３０万０００円で、ひょうごがんばり学

びタイム事業委託金です。

１７款財産収入は、収入済額１４７万９００円で、歳入総額の ４％となってい

ます。

ページをめくっていただきまして、１項財産運用収入は０４２万４００円で、１目

利子及び配当金の３５８万４０９円は、各基金の運用により生じた利子及び株式会社

神崎フードの配当金です。２目財産貸付収入は６８３万９９１円で、歯科診療所テ

ナント、光ケーブル施設、老人保健施設用地、福本貸し工場などの土地・建物の貸付収

入、その他町有貸付収入としては、白林陶芸館駐車場などの貸付収入です。２項財産売

払い収入は、収入済額１０５万５００円で、町有地売払いによるもので、旧寺前公民

館用地の一部と法定外公共物に係る売払い分です。

１８款寄附金は、収入済額６５４万０８８円で、歳入総額の ０％となっていま

す。
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ページをめくっていただきまして、１項寄附金、１目一般寄附金は２２万８８８円

で、１名の方から２０万円とマックスバリュから有料レジ袋の販売収益金の寄附金です。

２目指定寄附金の６３１万２００円は、神河ふるさとづくり応援寄附金と１企業か

らの指定寄附金、４企業からの神河まち・ひと・しごと創生寄附金です。

１９款繰入金は、収入済額１億２３２万２９４円で、歳入総額の ６％となってい

ます。

１項他会計繰入金は、収入済額６９１万９５８円で、１目国民健康保険事業特別会

計繰入金は１５万９５８円で、特定保健指導事業や健康づくり事業の経費分の繰入れ

です。２目介護保険事業特別会計繰入金は４７５万０００円で、郡認定審査会に係る

人件費や光熱水費分の繰入れです。３目土地開発事業特別会計繰入金の収入はございま

せん。４目地区振興基金特別会計繰入金は２００万円で、長谷地区振興基金特別会計か

ら長谷漁協組合への補助金分の繰入れです。

２項基金繰入金は、収入済額１億５４０万３３６円で、１目公共施設維持管理基

金繰入金は９７３万０００円、ページをめくっていただきまして、２目用品調達基

金繰入金は３０万円、３目環境保全基金繰入金は１７６万７２４円、４目大河内水力

発電所対策基金繰入金は２９８万７５７円、５目神河ふるさとづくり応援基金繰入金

は６７７万５００円、６目財政調整基金繰入金の収入はございません。７目まちづ

くり基金繰入金は７２６万０００円、８目森林環境譲与税基金繰入金の収入はござ

いません。９目ケーブルテレビネットワーク施設維持基金繰入金は３８８万０００

円、ページをめくっていただきまして、１０目交通安全対策基金繰入金は２６８万３

５５円、それぞれ各基金の目的により取崩しの上、繰入れを行っています。

２０款繰越金は、収入済額１億１６３万４０１円で、令和３年度からの繰越明許

に係る繰越財源充当額６１４万０００円を含んでの繰越金で、歳入総額の １％と

なっています。

２１款諸収入は、収入済額１億７９３万６９７円で、歳入総額の １％となって

います。

１項町預金利子は、収入済額２１万４３６円で、一時預金に係る利子です。

２項延滞金加算金及び過料は、収入済額１３７万３９４円で、町税の延滞金です。

３項貸付金元利収入は、収入済額１１６万４６８円で、住宅改修、新築等に係る資

金の貸付事業分で、不納欠損額は２件、６４３万３８５円、収入未済額は過年度分で

７００万９８０円です。

４項受託事業収入は、収入済額８６万６０３円で、県道の草刈りなどに係る県姫路

土木事務所からの環境整備受託収入です。

５項雑入は、収入済額１億４３１万７９６円で、１目診療収入は１８４万８２

５円で、上小田、川上各診療所の診療報酬で、国保連合会などからの受入金です。

４７、４８ページをお願いします。２目雑入は１億２４６万９７１円で、宝くじ
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市町村振興交付金、町ぐるみ健診の実費徴収金、環境対策育林事業受入金、消防団員退

職報償金等受入金、自主公演の鑑賞料、給食費徴収金のほか、決算書４７ページから５

２ページにかけまして、主なものとしましては、福祉医療高額療養費給付調整金、ペー

ジをめくっていただきまして、町有自動車損害保険金、川上地区備品整備に係るコミュ

ニティ助成事業助成金、峰山高原スキー場施設使用料、なお、スキー場使用料の過年度

分につきましては４年度で完納となっています。観光施設維持管理負担金、県互助会か

らの安全安心のまちづくり事業助成金で各集落の避難所などにアルファ化米など備蓄品

の整備を行っています。また、マイナポータルからのオンライン申請に対応するための

システム改修に係るデジタル基盤改革支援補助金などを収入しています。

６節給食事業収入で収入未済額は現年、過年度分も含め２８万４２３円、８節雑入

で収入未済額は６００円で、現年、過年度分の学童保育の保険料掛金及び学童保育お

やつ代負担金です。

５１、５２ページをお願いします。２２款町債は、収入済額４億５０７万０００

円で、歳入総額の ４％となっています。

１項町債、１目臨時財政対策債は１３７万０００円で、地方税収等の減少に係る

ものです。２目総務債は１億２００万円で、ケーブルテレビ局舎や庁舎の整備、過疎

地域持続的発展特別事業、粟賀小学校跡地活用事業などに係るものです。

ページをめくっていただきまして、３目衛生債は２８０万円で、病院医療機器整備

に係るものです。４目農林業債は０８０万円で、広域基幹林道開設事業に係るもので

す。５目土木債は１億８１０万円で、急傾斜地崩壊対策事業、道路、橋梁及び河川整

備事業などに係るものです。

２３款自動車取得税交付金は、収入済額２０万９４２円です。歳入合計では８９億

５０５万４６０円、不納欠損額４８８万５５３円、収入未済額１億６３７万

８８３円となっています。起債現在高の状況につきましては、説明資料の１１４ページ

に記載していますので、後ほど御確認いただければと思います。

以上、大まかな説明になりましたが、歳入についての説明を終わらせていただきます。

それでは、歳入の説明に引き続きまして、歳出関係の説明をさせていただきます。歳

入と同様に主な内容のみの説明となりますが、よろしくお願いいたします。

決算書歳出事項別明細書５５、５６ページを御覧ください。

１款議会費は、支出済額１３０万６７６円で、歳出総額の ９％です。説明資料

は２０ページです。１項１目議会費は、議員報酬及び事務局職員３名の人件費や議会だ

よりの印刷費など、議会運営に係る経費を支出しています。また、今年度から本会議の

録画配信を行っています。

２款総務費は、支出済額１７億７９４万８４２円で、歳出総額の２ ４％です。

説明資料は２０ページから４０ページです。

１項総務管理費は１６億８６１万３５４円で、ページをめくっていただきまして、
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１目一般管理費は５億４６２万３０３円で、特別職２名、一般職員１２名及び再任用

職員２名の人件費、会計年度任用職員の報酬、各区長への行政事務協力謝金、ふるさと

納税に係る返礼品などの経費、ページをめくっていただきまして、基幹系内部情報系シ

ステムの保守点検委託料や使用料、システムの更新及び改修委託料やパソコンリース料

などの電算関係の経費、ページをめくっていただきまして、地方バス路線の維持確保の

ための公共交通維持確保対策補助金、医師修学資金を３名に貸与したほか、神戸大学へ

は寄附講座と神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科先端医療技術・医療機器研究開発支

援寄附金を支出しています。

２目文書管理費は９３７万６３９円で、町広報紙印刷費、サタデーナイン負担金

など町の情報発信に係る経費のほか、文書管理業務委託料や例規システム使用料などの

支出をしています。また、定年延長や個人情報の例規を整備したほか個人情報ファイル

を作成しました。

６３、６４ページをお願いします。３目会計管理費は５３９万１５１円で、会計

課職員３名の人件費のほか、指定金融機関取扱手数料など会計業務に係る経費を支出し

ています。

４目財産管理費は５億４６１万１１１円で、役場本庁舎や神崎支庁舎などの維持

管理経費が主なもので、公有建物や町有自動車の保険料、ページをめくっていただきま

して、庁舎内外の清掃維持管理や宿日直業務、センター長谷の窓口業務、マイクロバス

運行管理、公共施設の総合管理計画策定などの委託料、工事では神崎支庁舎の駐車場区

画線工事や本庁舎の非常用発電機を７２時間対応発電機に更新したほか、公用車両１台

の購入、感染症拡大防止として、空気清浄機を各地区の公民館に設置しました。積立金

では、財政調整基金、町債管理基金、神河ふるさとづくり応援基金、公共施設維持管理

基金、まちづくり基金にそれぞれ基金の目的により積み立てています。

６７、６８ページをお願いします。５目交通対策費は１億５０５万３３５円で、

コミュニティバス運営では運行委託料、路線バスコミュニティ料金化事業負担金、デマ

ンドバス運行では、車両の改造、予約システムの導入、交通安全施設整備工事としては、

カーブミラーの新設・修繕、区画線、転落防止柵、ガードレールなどの工事を実施した

ほか、新野駅前にバス待合所設置工事を行いました。また、長谷駅利用促進計画の実践

業務補助金などを支出しています。積立金では、交通安全対策基金に積み立てしました。

６９、７０ページをお願いします。６目企画費は１億６６３万７９５円で、職員

７名の人件費や会計年度任用職員の報酬、地域おこし協力隊事業や地方創生事業などに

係る経費が主なもので、地域おこし協力隊支援業務、木造インターンシップ事業、ペー

ジをめくっていただきまして、粟賀小学校跡地公園・図書コミュニティ施設整備基本設

計及び実施設計業務、町の将来の目指す姿を示す２０５０将来ビジョン策定などの委託

料、５件の創業促進事業補助金、株式会社ＫＴＳへ農産加工施設など事業支援のため機

能性野菜６次産業化事業補助金を支出しています。なお、株式会社ＫＴＳの経営不振に
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より農産物加工施設整備は中止となっています。また、地域自治協議会の設立準備に向

け負担金を支出しています。

７３、７４ページをお願いします。７目ＣＡＴＶ管理運営費は１億８９９万８２

５円で、ケーブルテレビ管理運営のための経費を支出しています。伝送路や非常用バッ

テリーの修繕、ケーブルテレビ施設指定管理料、局舎空調設備更新工事、スタジオ照明

装置更新工事、インターネット環境の安定化を図るためインターネット回線増速機器を

更新したほか、ケーブルテレビネットワーク維持基金に積立てを行いました。

８目諸費は１７１万７６４円で、上岩区の多目的集会施設整備補助金、町税の過

誤還付金や国、県補助金等の過年度返還金などを支出しています。

７５、７６ページをお願いします。９目総合推進費は５８万２１１円で、行財政改

革推進委員会に係る経費で、委員報酬や費用弁償などを支出しました。

１０目消費者行政費は１６２万２２０円で、消費者行政に係るもので、消費者問題啓

発リーフレットなどの印刷、郡消費生活中核センターへの負担金が主なものです。

ページをめくっていただきまして、２項徴税費は５８６万８５４円で、１目税務

総務費は８９２万９５８円で、徴税事務職員６名の人件費、固定資産評価替えに関

する土地評価等業務、地番家屋図システムの異動更新業務、５年に一度の航空写真撮影

及び写真地図の作成業務、標準地鑑定評価業務の委託料などの支出が主なものです。

２項賦課徴収費は６９３万８９６円で、ページをめくっていただきまして、家屋調

査員謝礼や賦課徴収に係る納付書等の印刷代、滞納管理システム使用料、電子申告共同

利用システム負担金などを支出しています。

３項戸籍住民基本台帳費は７０１万９００円で、職員１名の人件費のほか、戸籍

事務、戸籍情報システムの運用や個人番号カード交付事務に要した事務経費です。コン

ビニ交付システムの更新などの委託料を支出しています。

８１、８２ページをお願いします。４項選挙費は５４０万１５７円で、１目選挙

管理委員会費は８９６万８２３円で、職員１名の人件費と選挙管理委員会委員報酬や選

挙経常事務に要した事務経費です。２目参議院議員通常選挙費は０１５万４６１円

で、昨年７月１０日に執行した第２６回参議院議員通常選挙に要した事務経費です。

ページをめくっていただきまして、３目県議会議員選挙費は１６５万７２０円で、

無投票となりましたが、今年４月９日執行の兵庫県議会議員選挙の令和４年度に要した

事務経費です。

８５、８６ページをお願いします。４目町議会議員選挙費は４６３万１５３円で、

無投票となりましたが、昨年４月１７日執行の神河町議会議員選挙に要した事務経費で

す。

５項統計調査費は２５万０００円で、毎月人口統計調査、教育統計調査、ページを

めくっていただきまして、就業構造基本調査などの各種統計調査のほか、統計調査員確

保対策に要した経費です。
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６項監査委員費は７８万５７７円で、監査委員の報酬、費用弁償などで、例月監査、

決算審査、定期監査、行政監査などに要した経費です。

８９、９０ページをお願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 会計管理者、ここで一旦区切っていただきましょうか。

説明の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。再開を１０時３０分とします。

午前１０時１１分休憩

午前１０時３０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

休憩前に引き続きまして、一般会計歳入歳出決算認定の件の詳細説明を求めます。

北川会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（北川 由美君） それでは、引き続き説明をさせていただきま

す。

決算書８９、９０ページをお願いします。３款民生費は、支出済額１５億６２６万

９８６円で、歳出総額の１ ３％です。説明資料は４０ページから５６ページです。

１項社会福祉費は１１億１７２万５３３円で、１目社会福祉総務費は４億５０

３万４３７円で、職員３名の人件費や民生児童委員費用弁償、ページをめくっていた

だきまして、防犯対策事業としまして、防犯カメラを越知及び長谷地区２か所に設置、

防犯灯設置補助を４７基分、防犯機能付電話機購入補助を５３件支出したほか、町社会

福祉協議会へ運営補助金、集落公園等整備事業としましては、南小田区、岩屋区及び栗

区の３地区の公園等の整備の助成を行いました。コロナ緊急経済対策として、繰越分を

含めた住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金、価格高騰対策高齢者及び障害者施設

支援金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、ページをめくっていただきま

して、９件の住宅改修の助成費を支出しました。繰出金では、国民健康保険事業特別会

計と介護保険事業特別会計へそれぞれ繰り出しをしています。

２目老人福祉費は８９４万２４７円で、老人クラブ活動補助金、広域シルバー人

材センター負担金、地域介護拠点施設整備費補助、各ミニデイボランティアグループ活

動支援金、老人保護措置費などを支出しています。

９５、９６ページをお願いします。３目心身障害者福祉費は３億７５０万８０４

円で、相談支援委託料、基幹相談支援センター設置委託料、中播福祉会への管理運営費

等補助金、障害者・障害児等自立支援に係る居宅介護、生活介護などの介護給付費、生

活用具購入費や補装具購入費などを支出しています。

９７、９８ページをお願いします。４目医療助成費は３８７万６１５円で、郡医

師会等協力金、医療事務処理等に係る委託料、重度障害者や乳幼児、母子家庭、高齢重

度障害者などの医療費が主な支出です。

５目国民年金事務費は４９３万５２５円で、ページをめくっていただきまして、職
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員１名の人件費と国民年金事務に要した事務費です。

６目民主化推進費は１７０万１０１円で、人権活動事業補助金などを支出しています。

７目後期高齢者医療費は２億９７３万８０４円で、被保険者に対する療養給付費負

担金、広域連合共通経費分賦金や後期高齢者医療事業特別会計への繰出金が主なもので

す。

２項児童福祉費は４億４５３万４５３円で、１目児童福祉総務費は０１７万

８５８円で、ページをめくっていただきまして、会計年度任用職員の報酬、病児・病後

児保育事業への委託料、縁結び事業では相談員謝礼やイベントの委託料、コロナ禍での

子育て世帯を支援するための臨時特別給付金のほか、こどもを健やかに生み育てる支援

金３９件分などを支出しています。２目児童措置費は１億０１０万６９５円で、児

童手当が主なものです。

１０３、１０４ページをお願いします。３目保育所費は２億４２５万９００円で、

神崎保育園や寺前保育所などの私立保育所運営に係る経費で、運営費委託料のほか、一

時預かり事業、延長保育促進事業などへの補助金、公立及び私立施設型給付費負担金、

保育士等処遇改善臨時特別事業補助金、物価高騰対策支援金などを支出しています。

３項災害救助費の支出はございません。

４款衛生費は、支出済額１６億８６９万３７７円で、歳出総額の１ ３％です。

説明資料は５６ページから６７ページです。

１項保健衛生費は９億８１１万９９０円で、１目保健衛生総務費は７億７８４万

８０６円で、職員１２名、再任用職員２名の人件費、会計年度任用職員の報酬のほか、

ページをめくっていただきまして、公立神崎総合病院事業会計への補助金、出資金及び

コロナ感染症対策補助金、水道事業会計への補助金、病院及び水道会計へ物価高騰対策

補助金、ケアステーションかんざきの運営負担金などを支出しています。

１０７、１０８ページをお願いします。２目健康づくり対策費は１億７６２万０

５５円で、健康づくり対策事業に係る経費で、会計年度任用職員報酬、医薬材料費、個

別予防接種事業や各種健康づくり教室、町ぐるみ健診、がん検診、ページをめくってい

ただきまして、婦人健診などの健診に係る委託料のほか、インフルエンザや新型コロナ

ウイルスワクチン接種の委託料などを支出しています。また、備品ではコロナワクチン

保管庫のバッテリーを購入しました。

３目母子衛生費は３９０万６０６円で、乳幼児相談や各種教室などの医師派遣委

託料や看護師等の謝礼、ページをめくっていただきまして、妊婦・産婦健診委託料、出

産・子育て応援給付金、特定不妊治療助成金などを支出しています。

４目保健衛生施設管理費は２９７万５９９円で、大河内保健福祉センターの施設の

維持管理に要した費用を支出しています。

５目診療所費は５７６万９２４円で、川上・上小田診療所に係る経費で、診療や診

療報酬委託料のほか、郡医師会による在宅当番医制協力金などを支出しています。
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１１３、１１４ページをお願いします。２項環境衛生費は１８４万５３円で、１目

環境衛生費は１２３万３５３円で、職員６名、再任用職員２名の人件費、ページを

めくっていただきまして、地球温暖化対策として、町有施設省エネルギー管理業務委託

料、クールチョイス普及啓発として、かみかわ未来環境塾を実施したほか、中播北部行

政事務組合火葬場分の負担金などを支出しています。

２目公害対策費は６０万７００円で、河川の水質検査及び山田地内の道路交通振動

検査委託料です。

３項清掃費は６億８７３万３３４円で、１目ごみ処理費は２億７１７万９４

５円で、廃棄物の減量化や普及啓発の取組を行い、廃棄物処理業務などの委託料、中播

北部行政事務組合クリーンセンター負担金、町内１７団体に資源ごみ回収補助金や、１

１台分の家庭用生ごみ処理容器購入費補助金などを支出しています。

１１７、１１８ページをお願いします。２目し尿処理費は４億１５６万３８９円

で、し尿処理に係る事務経費のほか、特別会計移行までの合併浄化槽の修繕費、中播衛

生施設事務組合負担金、下水道事業会計への補助金、出資金及び物価高騰対策補助金な

どを支出し、また、浄化槽事業特別会計へ繰り出しています。

５款農林水産業費は、支出済額６億０６８万４９３円で、歳出総額の ５％です。

説明資料は６７ページから７８ページです。

１項農業費は５億２７５万９１７円で、１目農業委員会費は４３８万１９２

円で、農業委員会運営のための事務費や、農業委員、農地利用最適化推進委員報酬、事

務局職員１名の人件費などが主なものです。

ページをめくっていただきまして、２目農業総務費は１６１万７３８円で、職員

５名、再任用職員１名の人件費と、会計年度任用職員の報酬や農業関係の事務に要した

経費などを支出しています。

１２１、１２２ページをお願いします。３目農業振興費は１億４４２万７５１円

で、会計年度任用職員の報酬や農会長への農政事務協力謝礼などの経費のほか、１１集

落へ中山間地域等直接支払交付金、ページをめくっていただきまして、営農組合の法人

化、機械化整備などの集落営農支援や多面的機能支払交付金、次世代人材投資事業補助

金、有害鳥獣対策としてサル監視員委託料や鹿捕獲専任班支援事業、防護柵設置などの

補助金、また、物価高騰による担い手、農会等の経営支援や機械導入支援の補助金など

を支出しています。

４目農地費は３７２万１７９円で、ページをめくっていただきまして、農地台帳

の更新、繰越分を含めたため池の廃止工事実施設計などの委託料。町単独土地改良事業

補助金では、農道修繕、水路改修などの修繕工事７件、宮野大池廃止工事に係る立木補

償、積立金では集落営農振興基金に積立てを行いました。また、農村地域防災減災事業

で７８０万円を令和５年度へ繰り越ししています。

５目農業施設管理費は５３２万４４６円で、水車公園の清掃維持管理委託料や指
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定管理料、道の駅の維持管理委託料などを支出したほか、こっとん亭前転落防止柵の更

新工事を行いました。

１２７、１２８ページをお願いします。６目地籍調査費は２億３２３万６１１円

で、山林部の地籍調査事業に係る経費で、職員９名の人件費や調査に係る推進委員の謝

礼のほか、繰越分を含めた調査地区の測量等委託料、地籍情報管理システムリース料な

どを支出しています。また、地籍調査事業で６００万円を令和５年度へ繰り越しして

います。

１２９、１３０ページをお願いします。７目山村振興対策事業費は５万円で、県地域

振興対策協議会への負担金です。

２項林業費は１億３９６万５７６円で、１目林業総務費は３４６万７７７円

で、職員１名の人件費、ページをめくっていただきまして、県治山林道協会負担金、広

域基幹林道千ケ峰・三国岳線工事負担金などを支出しています。

２目林業振興費は１億０４９万７９９円で、木工芸センターの指定管理料、森林

経営管理意向調査を実施、町内１３の生産森林組合への補助金、森林機能の強化や間伐

促進を図るため、環境対策育林事業補助金、緊急防災林整備事業や混交整備事業への負

担金、町森林整備補助金を支出したほか、治山治水工事補助金として危険木伐採１２件

と山林出水対策４件、林道及び林道橋修繕工事などを支出しています。また、森林環境

譲与税基金に積立てを行いました。

１３３、１３４ページをお願いします。３項水産業費は３９７万円で、寺前、長谷、

越知川の各漁協への補助金などを支出しています。

６款商工費は、支出済額２億４１６万５９８円で、歳出総額の ９％です。説明

資料は７８ページから８２ページです。

１項商工費は２億４１６万５９８円で、１目商工振興費は７７０万２６５円

で、職員２名の人件費、ページをめくっていただきまして、町商工会への運営補助金、

コロナや物価高騰対策として１世帯０００円の商品券の配布や２０％のプレミアム付

商品券の発行、事業所への燃料費等支援金、コロナ対策として、生産向上などに取り組

む事業主に対し補助金を支出しています。

２目観光振興費は１億６４５万３３３円で、職員３名の人件費と会計年度任用職

員の報酬、わくわく公園、ホテルモンテ・ローザ、観光交流センター、グリーンエコー

笠形体育施設、桜華園、ヨーデルの森の各観光施設への指定管理料や各施設の修繕料な

どの管理費、砥峰高原自然交流館の管理運営委託料、かみかわ夏まつり委託料、峰山高

原の除雪費用や直通バスなどの借り上げ料、アウトドアイベントの委託料、ページをめ

くっていただきまして、グリーンエコー笠形保養館雨漏り修繕などの工事を実施、備品

購入では、観光交流センターの自動車をリースアップのため買取り、各観光施設にＡＥ

Ｄを設置したほか、神河町観光協会への補助金とコロナ対策として観光施設事業者支援

金を支出しています。
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７款土木費は支出済額４億９５１万６７７円で、歳出総額の ５％です。説明資

料は８３ページから９０ページです。

１項土木管理費、１目土木総務費は、２０２万３１８円で、職員１０名の人件費

や会計年度任用職員の報酬、ページをめくっていただきまして、長谷駅、寺前駅及び新

野駅のトイレ清掃委託、寺前駅前２か所の駐車場管理委託料、深山トンネルラジオ受信

施設撤去工事、鍛治・大河区内における急傾斜地崩壊対策事業負担金などが主な支出で

す。

１４３、１４４ページをお願いします。２項道路橋梁費は２億４６６万９５３円

で、１目道路橋梁維持費は１億９１０万７５３円で、道路照明灯の電気代、町道の

除草作業及び除雪委託料などのほか、町道中村・山田線をはじめとする町道の舗装修繕

工事や維持修繕工事が主な支出です。

２目道路橋梁新設改良費は１億５５６万２００円で、道路橋定期点検や橋梁補修

設計の委託料、繰越分を含めた町道作畑・新田線、町道上町線などの道路改良工事、貝

野橋、祇園南橋などの橋梁補修工事などの工事請負費を支出しています。また、繰越明

許費は、町単独町道改良工事、町道作畑・新田線及び道路メンテナンス事業で００４

万０００円、事故繰越として道路メンテナンス事業、水ノ谷トンネル補修工事で、

４４４万５００円を令和５年度へ繰り越ししています。

３項河川費、１目河川費は８５２万１２８円で、ページをめくっていただきまして、

河川水位計監視情報システム業務委託料や使用料のほか、河川クリーン作戦事業委託料、

長谷川、水口川など河川改修工事費を支出しています。また、河川改修事業で７００万

円を令和５年度へ繰り越ししています。

４項都市計画費、１目都市計画総務費は８０万円で、かみかわ銀の馬車道まちづくり

協議会補助金を支出しています。

５項住宅費は３４９万２７８円で、１目住宅管理費は２６３万７８６円で、

町内５か所の町営住宅維持管理経費のほか、ページをめくっていただきまして、長谷住

宅借り上げ料、若者世帯向け家賃補助金３９件、住宅取得支援補助金１９件、リフォー

ム支援補助金７件、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金などを支出しています。

２目住宅建設費は０８６万４９２円で、カクレ畑水道設備管理委託料、一般社団

法人リバーズランに移住・定住事業等を業務委託し、多自然居住業務委託料を支出した

ほか、移住サポートセンター改修工事の補助金を支出しています。また、１件の空き家

活用支援事業補助金、民間分譲地の開発促進のため補助制度を創設し、７区画の住宅地

開発補助金を支出しています。

８款消防費は、支出済額２億１５０万７８５円で、歳出総額の ４％です。説明資

料は９１ページから９３ページです。

１項消防費は２億１５０万７８５円で、１目常備消防費は１億９７０万９１３

円で、姫路市消防局への消防事務委託料などを支出しています。
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２目非常備消防費は７７２万１１８円で、ページをめくっていただきまして、本

部役員、本部付団員、分団長、副分団長、班長、団員の報酬、退団者への退職報償金、

非常時の出動に伴う団員費用弁償、福祉共済制度掛金、公務災害補償掛金、退職報償金

掛金などを支出しています。

３目消防施設費は４１８万９５５円で、消防団各部のポンプ自動車の燃料代や修繕

などの維持管理経費や消火栓の備品などの購入費を支出しています。

１５１、１５２ページをお願いします。４目災害対策費は９８７万７９９円で、

戸別受信機屋外アンテナ等設置委託料、防災行政無線システム等保守業務委託料、火災

発生時などにメール配信するひょうご防災ネットシステム使用料、アルファ化米や段ボ

ールベッドなど避難所の備蓄品購入、自主防災組織へ防災訓練や防災士資格取得に係る

経費の補助金などを支出しています。

１５３、１５４ページをお願いします。９款教育費は、支出済額８億５６８万３

３８円で、歳出総額の ４％です。説明資料は９４ページから１１１ページです。

１項教育総務費は８１０万７５０円で、１目教育委員会費は９１万８５４円で、

教育委員４名の報酬、費用弁償など一般的事務経費です。

２目事務局費は７１９万８９６円で、教育長及び職員４名の人件費と会計年度任

用職員の報酬、ページをめくっていただきまして、スクールソーシャルワーカーの謝礼、

スキー実習委託料などのほか、２４件のスポーツ・文化競技大会出場激励金を支出して

います。

２項小学校費は１億２９１万４６３円で、１目小学校管理費は１億５８１万

５２１円で、ページをめくっていただきまして、小学校３校の学校医等に係る報酬のほ

か、職員１名の人件費や会計年度任用職員の報酬、各種教材などの消耗品や小学校にお

ける施設管理運営経費、ページをめくっていただきまして、通学バス委託料、学校校務

支援システムを導入したほか、ＩＣＴ教育の充実を図るため電子ドリルライセンス使用

料やパソコンリース料などを支出しました。また、神崎小学校外壁木部改修工事と寺前

小学校学童ルームの雨漏り修繕工事を行いました。

１６１、１６２ページをお願いします。２目小学校教育振興費は７１０万９４２円

で、会計年度任用職員の報酬、自然学校や小学校環境体験活動事業委託料のほか、要保

護、準要保護と特別支援学級児童への援助費を支出しています。

３項中学校費は３６３万１４２円で、１目中学校管理費は３１０万８３８円で、

神河中学校の学校医等の報酬、職員１名の人件費、会計年度任用職員の報酬、ページを

めくっていただきまして、中学校における施設管理運営経費のほか、通学バス委託料、

ページをめくっていただきまして、学校校務支援システムの導入委託料、ＩＣＴ教育の

充実を図るための電子ドリルライセンス使用料やパソコンリース料などを支出していま

す。

２目中学校教育振興費は０５２万３０４円で、会計年度任用職員の報酬、ページ
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をめくっていただきまして、トライやる・ウイーク事業、外国語指導助手派遣委託料、

要保護、準要保護と特別支援学級生徒への援助費などを支出しています。

４項幼稚園費、１目幼稚園費は１億４４８万６０９円で、幼稚園に係る園医や歯

科医等の報酬、職員９名分の人件費や会計年度任用職員の報酬、幼稚園における施設管

理運営経費などのほか、ページをめくっていただきまして、神崎幼稚園外壁木部改修工

事費を支出しています。

５項社会教育費は１億６４４万２８３円で、１目社会教育総務費は２８８万

１８９円で、社会教育委員の報酬、ページをめくっていただきまして、文化財保護審議

委員の報酬、職員５名の人件費、会計年度任用職員の報酬などのほか、町史編さん事業

などに係る調査謝礼や招聘旅費、ページをめくっていただきまして、埋蔵文化財の調査

に係る委託料や福本堂屋敷での調査のため進入路用地を購入、学童保育クラブ管理運営

の委託料、郡青少年補導センター負担金、人権文化推進啓発などのための各補助金を支

出しています。

２目公民館費は２６１万０４９円で、中央公民館及び神崎公民館の職員２名の人

件費、公民館長、会計年度任用職員などの報酬、ページをめくっていただきまして、公

民館施設の光熱水費、修繕料、各設備の保守点検などの施設の維持管理経費、神河シニ

アカレッジの運営や公民館の各教室などの経費のほか、ページをめくっていただきまし

て、公演委託料、図書の購入、グリンデルホール映像設備更新工事、町文化協会への補

助金などを支出しています。

３目社会教育施設運営費は０９４万０４５円で、児童センター、子育て学習セン

ターの管理運営に係るもので、各種事業における会計年度任用職員の報酬、各社会教育

施設の光熱水費や修繕料、施設管理業務委託料などを支出しています。

１７９、１８０ページをお願いします。６項保健体育費は２億００９万０９１円

で、１目保健体育総務費は０６９万９１７円で、保健体育一般事務に係るもので、ス

ポーツ推進委員の報酬、神河マラソン大会などのスポーツ大会委託料、町民温水プール

の男女更衣室のロッカーを更新したほか、町スポーツ協会への補助金などを支出してい

ます。

１８１、１８２ページをお願いします。２目体育施設管理費は６７４万９２３円

で、はにおか運動公園、町民体育館、町民温水プール、町民グラウンド、神崎体育セン

ター、すぱーく神崎、松ケ瀬グラウンドの各体育施設の維持管理に係る経費で、会計年

度任用職員の報酬、各施設の光熱水費や修繕料、施設の管理委託料、スイミングスクー

ル委託料などを支出しています。

１８３、１８４ページをお願いします。３目学校給食費は１億２６５万２５１円

で、学校給食に係る経費で、職員３名、再任用職員２名の人件費、会計年度任用職員の

報酬、光熱水費、調理機器等の修繕料のほか、ページをめくっていただきまして、施設

管理の各種委託料、調理機器等のリース料、主食や副食の原材料費、給食配送用コンテ
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ナなど備品の購入、要保護、準要保護と特別支援学級の児童生徒に係る給食の援助費な

どを支出しています。また、食器消毒保管庫の修繕工事を実施しました。

１８７、１８８ページをお願いします。１０款公債費は１１億５７５万６０５円で、

歳出総額の１ ４％です。説明資料は１１２ページです。

１項公債費、１目元金は、一般公共事業債や一般単独事業債などの長期債の元金償還

金で、１１億０３４万９２８円。

２目利子は、一般公共事業債や一般単独事業債の利子償還金や一時借入金利子で５

３９万４９４円。

３目公債諸費は、支出済額１８３円で、起債償還に伴う手数料です。

１１款諸支出金は、科目設定のみで執行額はございません。

１２款予備費は、７０２万０００円をそれぞれの科目に充用しました。

歳出合計では、支出済額８６億１５２万３７７円、翌年度繰越額として、繰越明許

費２億０８４万０００円、事故繰越４４４万５００円となっています。

１８９ページをお願いします。一般会計決算実質収支に関する調書でございます。内

容につきましては、決算額の報告の際、説明いたしましたので、省略させていただきま

す。

１９０、１９１ページをお願いします。財産に関する調書でございます。公有財産の

項目の土地及び建物では、土地の決算年度中の増減は行政財産のその他施設で、４２

３８平方メートルの減、中村の神崎上下水道庁舎用地で、今年度実施しました公共施設

個別計画策定時に判明したもので、行政財産から普通財産へ振り替えしています。普通

財産の宅地では、旧寺前公民館用地の一部を売り払いしたため４ １９平方メートルの

減、山林では、４名の方からの寄附により４３万９３０平方メートルの増、その他で

は、旧粟賀小学校の用悪水路の用途廃止により２５１平方メートルの増、福本堂屋敷廃

寺推定跡地購入のため４３平方メートルの増、行政財産からの振替で４２ ３８平方メ

ートルの増、差引き７２ ３８平方メートルの増、普通財産は合計７１万７６ ４１

平方メートル、行政財産、普通財産合わせて４３万１８ ８１平方メートルの増加と

なり、土地の決算年度末現在高は１３８万５５ ２８平方メートルになりました。

建物については、行政財産のその他施設で、先ほど説明しました中村神崎上下水道課

庁舎分２０ ５２平方メートルを行政財産から普通財産へ振り替えし、決算年度中の増

減はなく、建物の決算年度末現在高は８万９０ ９３平方メートルとなっています。

１９２ページをお願いします。有価証券につきましては増減ございません。出資によ

る権利につきましては、ひょうご農林機構の出資金については、新たに農家子弟の親元

就農促進や次世代のビジネスリーダーとしての農業後継者を育成するための事業を実施

するに当たり、現在の運用益による事業展開では事業費に不足が生じるため、各市町か

らの出資金で造成している積立資産の取崩しが平成３０年度から継続して行われており、

令和４年度では３５万０００円減少し、残高が２４８万０００円となりました。出
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資による権利合計の決算年度末現在高は９１７万０００円となっています。

公営企業会計への出資では、公立神崎総合病院への出資につきましては、平成２６年

度から実施しており、令和４年度で９年目となりました。令和４年度で１億１６６万

０００円増加し、３６億５７６万０００円の出資残高となっています。また、下水

道事業への出資は０２７万０００円で、出資残高は３億９５０万０００円とな

り、合計で年度末現在高は３９億５２６万０００円となっています。

１９３ページをお願いします。債権では、住宅資金等貸付金で、元金返済が８８万

０００円、不納欠損が５５０万０００円、合計６３９万０００円の減、医師修学資

金貸与金で３名分、７２０万円の増、債権合計で、差引き８０万０００円の増となり、

債権の年度末現在高は２億２０５万０００円となっています。基金では、それぞれ

の基金の目的により取崩し及び積立てを行いました。財政調整基金では、２億３２４

万０００円を積み立てし、１８億６４７万０００円の残高となったほか、基金合

計での決算年度中の増減が、差引き３億０７０万０００円の増となり、年度末現在

高は３７億５０９万０００円となりました。

１９４ページをお願いします。物品では、普通自動車でカローラフィールダー１台購

入し、サクシードを１台廃車したため増減はございません。軽四自動車は、ダイハツ箱

バンをリース期間満了に伴う買取りで１台の増、マイクロバスは送迎用バスを廃車し、

１台の減、合計では増減はなく、合計で８８台となっています。

以上、令和４年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、これで説明を終わ

らせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 御苦労さまでした。

次に、決算説明資料の一部を説明したいとのことなので、その説明を求めます。

黒田財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。それでは、

タブレットのほうに上げさせていただいております決算説明資料につきまして、ごくご

く簡単になりますが、御説明をさせていただきたいというふうに思います。

まず、目次の２ページのほうを御覧いただきたいと思います。昨年に引き続きまして、

決算の概要からずっと膨大な資料のほうを作成いたしました。それぞれの部分を参考に

していただきながら審査をいただきたいなというふうに考えてございます。なお、令和

４年度の普通会計の決算状況の１１５ページ、１１６ページにおきまして、少し構成比

等の端数の調整をさせていただいておりますので、大変申し訳ありませんが、よろしく

お願いをいたしたいというふうに思います。

それでは、資料編の一番最後になりますが、普通会計の財政状況の分析ということで、

１３９ページから御説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

まず、１３９ページなんですが、普通会計の歳入の状況ということになってございま

す。グラフのほうを見ていただきますと、一時はコロナの関係で予算が大分膨れたとこ
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ろですが、近年は平準化の傾向ということでございます。また、税収等につきましては、

微減の傾向、それから、交付税につきましては、少しずつ微増ということで増えている

というようなところが読み取れるところでございます。

続いて、１４０ページのほうを御覧いただきたいと思います。住民１人当たりの歳入

の状況でございます。グラフを見ていただきますと、類似団体との比較で見ますと、当

町の特徴は地方交付税に依存しているということが読み取れるということでございます。

続いて、１４１ページからは、歳出の状況ということでお願いをいたします。歳出に

つきましても、グラフのほうを見ていただきますと、総額につきましては、近年平準化

しているということでございます。この中から読み取れるのは、非常に特別・企業会計

等の特別会計への繰り出しが非常に多いというところで、財政の圧迫につながってると

いうようなところが読み取れます。

続きまして、１４２ページは、住民１人当たりの歳出の状況をグラフ化をいたしてご

ざいます。

続いて、１４３ページですが、人件費の関係につきまして掲載をいたしております。

人件費につきましては、類似団体比較に相当程度総額が近づいてきたということでござ

います。職員数につきましても、定員管理等を進めてきました。現在１１５名というこ

とで、これも類似団体にほぼ近づいてきたというふうなところでございます。

続いて、次のページの１４４ページですが、ラスパイレス指数の推移ということで、

グラフ化をしております。少し令和４年度は上がりましたが、９ ５ということで、こ

れも類似団体とほぼ近づいてきてるということでございます。引き続き人件費の抑制、

そして適正な定員管理等に努めてまいりたいというふうに思ってございます。

続いて、１４５ページは、繰出金の状況を掲載をいたしております。もう一目瞭然で、

見ていただきますと、病院会計の繰り出しがだんだんと減ってきたところでございます。

令和４年度につきましては、５億０００万というふうなところでございます。繰出金

につきましては、財政負担の大きい病院事業、下水道事業で減少の傾向にございます。

続いて、次のページの１４６ページは、基金の残高の状況を載せてございます。

それから、１４７ページにつきましては、地方債の残高の状況を載せてございます。

下のグラフを見ていただきますと、１人当たりにしますと類似団体の約２倍の地方債の

残高があるということでございます。

続いて、１４８ページは、経常収支比率の表になってございます。令和４年度につき

ましては、８ ９ということで、また少し上がったところでございます。これはもう端

的に公債費、いわゆる借金の償還が一気に２億円ということで増えたところでございま

して、それが要因をしてるということでございます。下のほうに公債費も同じような伸

びをしてますので、この要因はそういったところでございます。

続いて、１４９ページには、実質収支、実質単年度収支の推移を掲載をいたしており

ます。実質単年度収支は、収支均衡というところを読み取れる指標でございます。これ
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を見ていただきますと、令和２年から令和４年までということで、黒字ということで転

じてございます。コロナの交付金等もございましたが、収支の均衡を図った取組をさせ

ていただいた中でのこういった結果になっているというふうに考えてございます。それ

から、その下の将来負担比率につきましては、３ １％ということで、ほぼ昨年と同様

のところになってございます。今後の将来負担比率につきましては、昨日も申し上げま

したが、大型の事業が続きます。そういった中で、確実にこの部分については抑えてい

くということがかなり難しいということで、上昇していくんではないかということで注

視をしていきたいというふうに思ってございます。

そして、最終のページになりますが、１５０ページになります。実質公債費比率でご

ざいます。ここは取組が１８％を超えてからずっとこの部分が町の財政としての課題で

ございました。その中で、ついにといいますか、１ ７％まで改善をしてきてます。一

つの目標が１０％ぐらいにということで考えてございましたので、もう少しのところで

１０％になるというような状況まで来てございます。昨日も議員さんのほうから質問の

中で言われてたところがあるんですが、確実に過去の借金を返していく、これに尽きる

ということで、過去の借金を返せる財源を捻出していくということが実質公債費比率の

抑制につながるということだというふうに考えてございますので、これは財政だけでは

なく、町の組織として取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。

最後に、財政力指数なんですが、これは ３５ということで、ほぼ横ばいですが、少

しずつ少しずつ下がってきてるということで、何が言えるかといえば、自主財源、いわ

ゆる税が減ってきてるということでございます。その中で、どうしていくのかというと

ころであれば、いろいろな手法はあるかと思いますが、企業を誘致していく、こういっ

た視点が非常に今後は大切になってくるというふうに考えてございます。

以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。よろしくお願いをい

たします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で、第７３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第７４号議案、令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７４号議案、令和４年度神河町介護療育支援事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

神河町介護療育支援事業は、障害を持つ子供の療育や家族への直接的支援はもとより、

学校や各町保健担当、健康福祉事務所との連携を通して、障害を持つ子供たちを支えて

おり、神崎郡３町が共同で運営しています。令和４年度の小児療育の延べ利用児数は、

就学前児２１８人、就学児０９７人、合計３１５人。収入済額５５７万６２６
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円、支出済額５６０万５７７円、歳入歳出差引き残高は９９７万４９円でございま

す。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

詳細について事項別明細書で説明させていただきますので、５ページをお願いいたしま

す。

まず、１款分担金及び負担金は、市川町、福崎町からの運営費の負担金４６８万

０００円でございます。２款県支出金の１目民生費県補助金はゼロ円。３款繰入金の１

目一般会計繰入金は神河町の運営負担金で９９３万０００円。４款繰越金は前年度繰

越金１２６万８０５円です。次に、５款諸収入、１項事業収入ですが、１目障害児

通園事業収入で３７２万７７６円、２目障害児相談支援事業収入で３１９万２４０

円です。次に、２項受託事業収入１０７万０２０円は、職員を各町の介護予防教室や

大学等へ講師として派遣した事業収入等でございます。３項の利用者負担金１０４万

３２１円は、１割の個人負担分でございます。ちなみに３歳から５歳児は全額公費負担

となっております。４項の雑入は６５万４６４円で、職員健康診査助成金などです。

以上のとおりで、歳入合計は５５７万６２６円でございます。

次に、７ページ、８ページの歳出を御覧ください。１款業務費５６０万５７７円

で、人件費が主なものです。まず、１節報酬２０６万３００円は、会計年度任用職

員である保育士２名、社会福祉士１名、事務員１名と運転員２名の計６名分でございま

す。２節給料５６１万３７５円は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、ケース

ワーカーの正職員４名分でございます。３節職員手当等１２６万２７０円は、正職員

の職員手当と会計年度任用職員の期末手当で、４節共済費８３６万３７２円は、正職

員の共済費及び会計年度任用職員の社会保険料等でございます。７節報償費は４万４

４０円で講師支払いです。８節旅費は６２万４３３円で、その内訳は、普通旅費１万

４９７円と会計年度任用職員費用弁償、通勤手当分でございますが、６１万９３６

円でございます。１０節需用費は３７７万４９３円で、主に燃料費、光熱水費、施設

及び公用車の修繕などです。１１節役務費は、通話料や公用車の保険料などで５９万

２１６円。１２節委託料は、清掃維持管理、エレベーター保守点検等で１４２万８８

６円です。１３節使用料及び賃借料は、財務会計のシステムの賃借料、土地借り上げ料

やコピー使用料などで５９万７０２円。１７節備品購入費は、軽自動車１台購入で１

１６万５９０円。１８節負担金、補助及び交付金はゼロ円。２１節補償、補填及び賠

償金もゼロ円。２６節公課費は、自動車重量税６万５００円でございます。
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２款公債費は、償還金利子及び割引料で科目を設けておりましたが、ゼロ円でござい

ます。

以上のとおりで、歳出合計は５６０万５７７円となり、歳入歳出差引き９９７万

４９円を次年度へ繰り越しいたします。

次に、１１ページ、１２ページには、実質収支に関する調書と財産等に関する調書を

つけておりますので、御覧いただきたいと思います。

以上が決算の状況でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第７４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第７５号議案、令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７５号議案、令和４年度神河町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、国民健康保険税が２億５９万１２６円、県支出金１０億６５８万５

００円、繰入金３２２万０６８円、繰越金４７１万７６０円など、歳入合計で

は１３億７７７万８１０円となっております。

歳出では、総務費３３１万２４８円、保険給付費９億１６１万２４５円、国民

健康保険事業費納付金３億０５８万０８１円、保健事業費９４９万５１４円、諸

支出金１２８万２０２円など、歳出合計は１３億６４７万３４９円となってお

り、歳入歳出差引き額は１２９万４６１円となり、実質収支額も同様となっており

ます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、詳細につきまして

御説明させていただきます。

事項別明細書５ページ、６ページをお願いいたします。まず、歳入から主なものの収

入済額を説明いたします。

１款国民健康保険税の総額は２億５９万１２６円で、収入未済額が３０６万３

９８円で、徴収率は７ ８％です。収入額の内訳は、１項１目一般被保険者分２億５４

万８６３円で、うち１節現年課税分が１億４３０万４９１円、２節滞納繰越分６

２４万３７２円で、税の３つの区分はそれぞれ備考のとおりでございます。２目退職
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被保険者分は４万２６３円で、これは滞納繰越分です。税の３区分は備考のとおりで

す。

２款使用料及び手数料は５万８００円で、保険税督促手数料です。

７ページ、８ページをお願いします。４款県支出金の総額は１０億６５８万５０

０円で、全額１項１目保険給付費等交付金です。その内訳は、備考欄に記載のとおり、

普通交付金が９億８４５万５３２円、特別交付金が８１２万９６８円です。

５款財産収入１８万０５９円で、財政調整基金の利子です。

６款繰入金の総額は３２２万０６８円で、内訳は、１項１目１節保険基盤安定繰

入金２４５万３４４円。備考欄に保険税軽減分と保険者支援分の内訳を記載してお

ります。２節職員給与費等繰入金５６９万３５３円。３節出産育児一時金繰入金８

３万０００円。４節財政安定化支援事業繰入金４６２万０００円、６節未就学児均

等割保険税繰入金５２万３７１円です。

９ページ、１０ページをお願いします。６款繰入金は財政調整基金繰入金で９０８

万０００円です。７款繰越金は、前年度繰越金で４７１万７６０円です。８款諸

収入は、総額２４２万４９７円で、１項１目延滞金は１４６万０２１円、うち１節一

般被保険者延滞金は１３９万７２１円、２節退職被保険者等延滞金７万３００円。

２項１目第三者納付金は２万７９５円、これは交通事故３件分です。２目返納金２６

万６８１円、３目雑入は６５万０００円で、特定健診の実費徴収金等です。

以上、歳入合計が１３億７７７万８１０円です。

続きまして、歳出です。１１ページ、１２ページをお願いいたします。主な項目の支

出済額を説明いたします。

１款総務費の総額は３３１万２４８円です。このうち１項１目一般管理費は１

９５万０２７円で、節の主なものは報酬、給料、職員手当等、共済費、需用費、委託

料などで、その詳細は備考欄に記載のとおりです。２項１目賦課徴収費は１３０万２

２１円です。

１３ページ、１４ページをお願いします。３項１目運営協議会費は、運営協議会の委

員報酬、費用弁償で４万０００円です。

２款保険給付費の総額は９億１６１万２４５円です。内訳は、１項療養諸費の総額

は８億８２５万２７９円、このうち１目一般被保険者療養給付費は８億９４３万

２４４円、２目退職被保険者はゼロ円。３目一般被保険者療養費は６４４万５２８

円、４目退職被保険者等療養費はゼロ円。５目審査支払い手数料は２３７万５０７円

で、レセプト点検の手数料などです。

１５ページ、１６ページをお願いします。２項高額療養費は総額１億９７１万１２

５円、このうち１目一般被保険者高額療養費１億９６８万９６４円、２目退職被保

険者等高額療養費はゼロ円。３目一般被保険者高額介護合算療養費２万１６１円、４

目退職被保険者等高額介護合算療養費はゼロ円。３項輸送費はゼロ円。４項出産育児諸
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費１２４万６３０円。

１７ページ、１８ページをお願いします。５項葬祭諸費１１５万円。６項精神結核医

療付加金は１２４万２１１円。７項傷病手当金はゼロ円です。

３款国民健康保険事業費納付金の総額３億０５８万０８１円。内訳としまして、

１項１目一般被保険者医療費給付分２億５２７万９３２円。２目退職被保険者分４

万２８７円。２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分２９１万６３３円。

１９ページ、２０ページをお願いします。２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分

は３万０００円。３項介護納付金分は２３１万２２９円。４款保健事業費の総額

は９４９万５１４円。１項特定健康診査等事業費４９５万９３２円。２項保健事業

費は４５４万５８２円で、保健指導事業の委託料、無受診家庭への記念品や制度啓発パ

ンフレット、人間ドック、脳ドックなどに係る経費でございます。

２１ページ、２２ページをお願いします。５款基金費は、財政調整基金積立金１８万

０５９円です。６款諸支出金の総額は１２８万２０２円、１項１目国民健康保険

税還付金５０万６８０円。２目県支出金返納金は０６１万５６４円で、この内訳

は備考欄に記載のとおりです。２項繰出金は１５万９５８円です。７款予備費の支出

はありません。

以上、歳出合計が１３億６４７万３４９円です。

なお、２３ページに決算実質収支、２４ページに財産等に関する調書を掲載しており

ます。４年度末の基金残高は１億４８１万０００円となっております。

令和４年度国民健康保険事業特別会計決算の詳細説明は以上でございます。よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第７５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第７６号議案、令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７６号議案、令和４年度神河町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、後期高齢者医療保険料１億４７８万２０７円、繰入金８０４万３６

１円、諸収入２４万７８３円など、歳入合計は１億３０７万２５１円となってお

ります。

歳出では、総務費６４９万６５７円、後期高齢者医療広域連合納付金１億２９０

万８７７円など、歳出合計は１億９６３万３１７円となっており、歳入歳出差引

き額は３４３万９３４円で、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。
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詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。詳細説明をさせていただきま

す。事項別明細書５ページ、６ページをお願いいたします。まず、歳入です。

１款後期高齢者医療保険料の総額は１億４７８万２０７円で、収入未済額が５６

万４５７円、徴収率９ ４％でございます。内訳は、１項１目特別徴収１億００８

万５６０円、徴収率１００％です。２目普通徴収４６９万６４７円で、徴収率は

現年度分が９ ４％、過年度分が３ ６％となっております。

２款使用料及び手数料は９００円で、滞納分督促手数料です。

３款繰入金の総額は８０４万３６１円で、１項１目事務費繰入金６４８万７５７

円。２目保険基盤安定繰入金１５５万６０４円で、これは所得が低い方の保険料軽

減分を国と町が補填しているものでございます。

４款諸収入の総額は２４万７８３円で、７ページ、８ページをお願いします。３項

１目保険料還付金２３万８８３円、２目還付加算金９００円。

５款繰越金、前年度繰越金はゼロ円でございます。

以上で、歳入合計は１億３０７万２５１円です。

続きまして、歳出です。事項別明細書９ページ、１０ページをお願いいたします。１

款総務費の総額は６４９万６５７円で、主なものは、２節給料３１０万３００円、

３節職員手当等１３９万８１４円、４節共済費１３０万４９３円、１１節役務費６

０万６３１円です。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億２９０万８７７円で、内訳は備考欄に

記載のとおり、徴収した保険料１億１３４万２７３円と、歳入で申し上げた保険基

盤安定制度の１５５万６０４円でございます。

３款諸支出金は２４万７８３円で、歳入で申し上げた保険料還付金２３万８８３

円と、次、１１ページ、１２ページをお願いします、還付加算金９００円です。

以上等で歳出合計１億９６３万３１７円です。なお、１３ページに決算実質収支

を記載しております。

令和４年度後期高齢者医療事業特別会計決算の詳細説明は以上でございます。よろし

く御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第７６号議案の提案説明は終わりました。

ここで昼食のため暫時休憩とします。再開を１３時ちょうどとします。

午前１１時５４分休憩

午後 １時００分再開
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○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

次に、第７７号議案、令和４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７７号議案、令和４年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、介護保険料２億１９４万８４５円、分担金及び負担金５１７万０

００円、使用料及び手数料１万３００円、国庫支出金３億８０３万０６０円、支払

基金交付金３億９０８万０００円、県支出金２億７６万０００円、財産収入１２

万６０９円、繰入金２億１６４万４７１円、繰越金０６８万１５４円、諸収

入７０８万８７７円。歳入合計は１４億４５６万３１６円となっています。

歳出では、総務費４２１万４３５円、保険給付費１２億８７１万５７８円、

地域支援事業費０９４万６３６円、基金積立金９８４万０００円、諸支出金６

４８万９８４円。歳出合計は１４億０１９万６３３円となっており、歳入歳出差

引き額は４３６万６８３円でございます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第７７号議案の詳細

について御説明申し上げます。

事項別明細書以下で説明をさせていただきます。５ページを御覧ください。

歳入でございます。１款介護保険料、１節現年度分２億１６９万１７０円、徴収

率は９ ７％で、６５歳以上の保険料でございます。２節滞納繰越分２５万６７５円

でございます。

２款分担金及び負担金５１７万０００円は、神崎郡介護認定審査会共同設置負担

金で、市川町から６８３万０００円、福崎町から８３３万０００円の負担をいただ

いております。この負担割合は、認定者数割合が５０％、審査件数割が５０％となって

おります。

３款使用料及び手数料は、介護保険料に係る督促手数料１件１００円の１０３件分、

１万３００円でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２億２２１万７２５円は、介護給付費に係る国の負

担分で、負担率は、在宅サービスに係る負担率が２０％、施設サービスに係る負担率が
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１５％でございます。２項１目調整交付金７８７万０００円は、高齢化率などで調

整されて、国から交付されています。基本的には交付率は５％ですが、神河町は高齢化

率が高いため、 ３５％の交付率となっています。内訳としまして、調整交付金が４

９５万円、総合事業調整交付金が２９２万０００円でございます。

続きまして、７ページをお願いします。２目地域支援事業交付金、介護予防事業分８

３３万８００円は、介護予防事業実施に係る国からの交付金でございます。３目地域支

援事業交付金、２目以外の事業分３３９万５３５円は、地域包括支援センターの運

営費、認知症高齢者見守り事業、権利擁護事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活支

援体制整備事業等に係る国からの交付金でございます。４目保険者機能強化推進交付金

２７２万０００円は、各市町村が自立支援、重度化防止に向けた積極的な取組を行う

ことを支援する目的で交付されるものでございます。５目１節法改正対応システム改修

補助金は３４万円でございます。６目保険者努力支援交付金３１６万０００円は、介

護予防、健康づくり等に資する取組を行うことを支援する目的で交付されるもので、令

和２年度から創設された交付金でございます。７目介護保険災害等臨時特例補助金は、

新型コロナウイルス感染症の影響により、減収した介護保険料を補うための補助金で、

令和４年度はございませんでした。

５款１項１目介護給付費交付金３億８５６万円でございます。

９ページをお願いいたします。２目地域支援事業交付金０５２万０００円で、こ

の支払基金交付金は、第２号被保険者４０歳から６４歳の方が医療保険と合わせて納め

ていただいた保険料で、社会保険診療報酬支払基金を通じて交付されるものでございま

す。

６款１項１目介護給付費負担金１億８８８万０００円、介護給付費に係る県の負

担分で、在宅サービスに係る負担率は１ ５％、施設サービスに係る負担率は１ ５％

でございます。２項１目地域支援事業交付金、介護予防事業分５２０万０００円でご

ざいます。２目地域支援事業交付金、１目以外の事業分６６７万０００円でございま

す。３目サービス提供体制確保事業補助金と、１１ページをお願いします。４目訪問看

護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金については、収入実績はございま

せん。

７款財産運用収入、１目利子及び配当金１２万６０９円は、介護給付費準備基金に

生じた利子でございます。

８款繰入金、１目介護給付費繰入金１億９８３万１９７円は、介護給付費に係る

町の負担相当分で１ ５％でございます。２目１節一般会計繰入金、職員給与費等繰入

金６４２万２７９円は、事務職員４名、介護認定訪問調査員２名の給与費相当でご

ざいます。２節事務費繰入金２６０万３６１円は、郡認定審査会に係る神河町負担分

７１８万０００円と、その他の事務費繰入金５４１万３６１円でございます。３節

地域支援事業繰入金、介護予防事業分４８２万６５６円。４節、３節以外の事業分６８
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８万８５８円。５節介護保険料軽減負担金繰入金１０７万１２０円でございます。

介護保険料軽減対象者となる第１から第３段階の被保険者１０３名分となっておりま

す。

１３ページをお願いいたします。９款１項１目繰越金０６８万１５４円は、前年

度繰越金でございます。

１０款１項１目第１号保険者延滞金９００円でございます。２項１目雑入７０８万

９７７円は、内訳は介護予防ケアプラン作成料５４０万４４０円と、他市町からの訪

問調査受入れ収入が１万７００円、介護予防事業参加費１０万５００円、成年後見

制度申立て費用負担金３３７円、人生１００年時代づくり・地域創生ソフト事業交付

金１５５万円でございます。

以上、歳入合計は１４億４５６万３１６円でございます。

続きまして、１５ページをお願いします。歳出でございます。

１款１項１目資格業務管理費５９３万６６８円、資格及び保険料賦課業務の税務

課、健康福祉課職員２名分の人件費と、法改正に伴うシステム改修委託料などの事務費

でございます。２目サービス業務管理費２５９万８８２円は、健康福祉課職員２名

分の人件費と、介護認定訪問調査員２名分の賃金、事務費でございます。

１７ページをお願いします。３目連合会負担金１０万８８４円でございます。２項

１目賦課徴収費４５万７３４円、賦課徴収等に係る事務費でございます。３項介護認

定審査会費２００万８９５円、審査委員への報酬、費用弁償等と、２名の会計年度任

用職員の賃金並びに認定審査に係るコンピューター保守点検委託料、神崎郡介護認定審

査会への職員給与分の繰出金などの事務費でございます。

１９ページをお願いします。４項訪問調査費３０７万３７２円、介護保険訪問調査

に係る事務費で、主なものは主治医意見書料でございます。５項運営協議会費４万０

００円、介護保険事業運営協議会開催に伴う７名分の委員謝礼でございます。

２１ページをお願いします。２款１項１目介護サービス給付費等諸費１２億７７２

万６２０円で、前年度に比べ９ ２％となっています。主なものは、居宅介護サービ

ス給付費３億８３０万３４８円、施設介護サービス給付費４億０６０万６５６

円、地域密着型介護サービス給付費２億１３８万１５４円でございます。２項その

他諸費９８万９５８円は、介護給付費審査支払い手数料でございます。

３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費４０８万４３６円は、総合事業

として要支援認定者及び事業対象者が利用する訪問介護相当サービスや通所介護相当サ

ービスの負担金が主な内容でございます。

２３ページをお願いします。２目介護予防ケアマネジメント事業費１７２万９３４

円は、要支援認定者のケアプラン作成費用に係る国保連合会へ支払う負担金でございま

す。２項１目一般介護予防事業費６２０万１３１円は、職員１名分の人件費と介護

予防事業の委託料などでございます。内容は、要介護状態になるおそれが高い状態であ
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ると認められる６５歳以上の方を対象として介護予防を実施する事業で、古田先生や公

立神崎総合病院リハビリテーション科、ケアステーションかんざき等に講師を依頼し、

一般介護予防教室、認知症予防教室、こつこつ貯筋教室、地区巡回健康教室などを実施

しております。

２５ページをお願いします。３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業費１８

０万５０９円は、地域包括支援センター職員２名分と、会計年度任用職員のケアマネ

ジャー１名の人件費、事務費でございます。

２７ページをお願いします。２目認知症高齢者見守り事業費１８９万８７４円は、

認知症タッチパネル検査によるハイリスク者を発見した場合は、ナースボランティアに

よる認知症予防教室や、民生委員ＯＢによるいきいき教室や地区巡回教室への参加案内

をしており、その事業に係る看護師などスタッフの委託料でございます。３目権利擁護

事業費２８万９２６円は、地域見守りネットワーク会議に係る委員謝金など及び町が

低所得者に対する成年後見制度に係る申立てを行う費用、成年後見制度利用支援事業助

成金などでございます。４目住宅改修支援事業費０００円は、１名の方が利用をされ

ました。５目在宅医療・介護連携推進事業費３５９万７２８円は、平成３０年度から

神崎郡医師会に委託し、公立神崎総合病院が事務局となっている神崎郡在宅医療・介護

連携支援センター運営委託料と、在宅医療・介護連携推進協議会開催に係る会議出役委

託料などでございます。

２９ページをお願いします。６目生活支援体制整備事業費８１５万０１７円につい

ては、社会福祉協議会に委託しております生活支援コーディネーター委託料と第２回生

活支援協議体フォーラムの講師委託料でございます。７目認知症初期集中支援推進事業

費４５８万１２２円は、地域包括支援センター職員１名分の人件費が主なものでござ

います。８目地域ケア会議推進事業費２４万０００円は、会議に出席をいただいた委

員謝金などでございます。４項１目審査支払い手数料６万８９３円は、総合事業の審

査支払い手数料でございます。

３１ページをお願いします。５款１項１目介護給付費準備基金積立金９８４万００

０円は、介護保険給付費準備基金への積立金でございます。６款１項１目第１号被保険

者保険料還付金５万２４０円は、死亡等による保険料還付金で６件分でございます。

２目償還金６４３万７４４円は、過年度に係る国・県負担金等の償還金でございま

す。

これらにより、歳出合計は１４億０１９万６３３円でございます。

３３ページ、決算実質収支に関する調書を掲載しております。

３４ページの介護保険の準備基金については、令和４年度に９８４万０００円を積

み立て、決算年度末には１億９１７万０００円を保有しております。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第７７号議案の提案説明は終わりました。
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次に、第７８号議案、令和４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７８号議案、令和４年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、調定額、収入済額ともに７７３万５０２円でございます。歳出では、

支出済額が２９万７０４円でございます。実質収支におきましては、歳入歳出差引き

額が７４４万７９８円で、実質収支額も同様となっています。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明しますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

石橋ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（石橋 啓明君） ひと・まち・みらい課、石橋でございます。

それでは、令和４年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出決算について御説明を申

し上げます。

５ページ、６ページの事項別明細書から御説明を申し上げます。

まず、歳入でございますけれども、１款財産収入、１節土地売払い収入で３５万２

００円ございます。この３５万２００円の内訳につきましては、クラインガルテン、

カクレ畑の令和４年度の分割払いの土地代としまして３５万２００円であります。そ

の内訳につきましては、カクレ畑の大川原区の土地分としまして１４万４２４円、大

川原区の１組の土地分としまして８万６６５円、それから、神河町の土地分としまし

て１２万１１１円の合計３５万２００円ということになっております。次に、２款

諸収入、１節雑入でございます。カクレ畑入居者負担金ですけれども、これは水道の負

担金になりますけれども、分譲地の販売がなかったため、このたびは収入がなかったと

いうところでございます。３款繰越金、１節前年度繰越金ですけれども、７３８万

３０２円でございます。歳入の合計が７７３万５０２円となっております。

次に、７ページ、８ページの歳出のほうを御覧いただきたいと思います。１款土木費、

１目宅地開発事業費でございますけれども、１１節需用費で６万６１５円を支払いを

させていただいております。これにつきましては、消耗品費が６万０００円、それか

ら決算書の印刷代としまして６１５円の支払いをさせていただいております。次に、

３目カクレ畑多自然居住推進事業費の２１節でございます。補償、補填及び賠償金で２

３万０８９円を、先ほど歳入で申し上げましたとおり、大川原区と、それから大川原

区の１組のほうに土地代金として支払った金額でございます。予備費につきましては、
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このたびは支出をしていないというところでございます。以上、歳出合計につきまして

は、２９万７０４円となっております。

次、９ページを御覧いただきたいと思います。決算の実質収支を記載しております。

差引き額としましては、７４４万０００円となっております。

次、１０ページですけれども、財産等に関する調書を記載しております。いずれも令

和４年度中の増減はなく、合計２万２１２平方メートルの財産となっております。

以上、土地開発事業特別会計の詳細説明とさせていただきます。御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第７８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第７９号議案、令和４年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７９号議案、令和４年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

訪問看護は中播磨地域の病院や開業医からの依頼が多く、姫路市香寺町から朝来市生

野町までをエリアとして、訪問看護、訪問リハビリなどを行っております。また、在宅

医療、在宅ケアの推進のため、地域医療の担い手として地域住民の皆様の要望に応える

べく、夜間の携帯電話への転送により、２４時間緊急連絡体制を取る対応も行っており

ます。今年度の訪問看護ステーション利用者数は１７０人、訪問総回数は１万１５

９回、収入済額１億４６７万０７４円、支出済額１億３９７万６１９円、歳入歳

出差引き残額は０７０万４５５円でございます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

詳細について事項別明細書で説明させていただきますので、５ページをお願いいたしま

す。

１款事業収入１億８５６万９０９円、内訳は、医療保険収入が５１６万４４４円

と、介護保険収入のサービス事業収入が８３８万８２５円、居宅介護支援事業収入

が、ケアプラン作成費として５００万６４０円でございます。２款県支出金の社会福

祉費補助金は、新型コロナウイルス感染症対策事業補助金６万円と、物価高騰対策支援

補助金５万円の計１１万円でございます。３款財産収入の利子及び配当金は、財政調整
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基金の利子、令和３年５月分から令和４年４月分で２７６円、４款繰入金の財政調整基

金繰入金はゼロ円、５款繰越金は４７５万８２２円、６款諸収入、１項受託事業収

入は、介護予防受託事業収入等で６４万２３５円、２項雑入は、町有自動車損害保険

受入金などで６０万８３２円でございます。

以上のとおりで、歳入合計は１億４６７万０７４円でございます。

次に、歳出です。７ページ、８ページをお願いいたします。まず、１款業務費は１億

９７万３４３円で、人件費が主なものです。まず、１節報酬６５１万３６１円は、

会計年度任用職員である看護師４名、理学療法士１名、作業療法士１名、事務員１名の

計７名分でございます。２節給料３５３万８００円は、理学療法士、作業療法士、

看護師、事務員の正職員９名分でございます。３節職員手当等１８５万６４６円は、

正規職員の各種職員手当と会計年度任用職員の期末手当で、４節共済費７２３万３

８４円は、正職員の共済費と会計年度任用職員の社会保険料等でございます。８節旅費

は１１１万２３３円で、その内訳は普通旅費３３４円と、会計年度任用職員費用弁

償、通勤手当部分でございますが、１１１万８９９円でございます。１０節需用費は

訪問用の公用車の燃料代などで３４０万００９円、１１節役務費は通話料などで２０

６万９２８円、１２節委託料は訪問看護委託料などで２２９万０９３円です。

９ページ、１０ページをお願いをいたします。１３節使用料及び賃借料はユニホーム

リース料などで１４０万５８７円、１７節備品購入費は公用車購入で１４３万１４２

円、１８節負担金、補助及び交付金は研修会負担金などで７万５６０円、２１節補償、

補填及び賠償金はゼロ円、２６節公課費は自動車重量税４万６００円です。２款公債

費はゼロ円、３款基金積立金は、５０万円と歳入の財政調整基金の利子２７６円を加算

した５０万２７６円を積み立て、令和４年度末の基金現在額は４８０万５５４円と

なっています。４款諸支出金は、病院事業会計へ事務所賃借料相当として２５０万円の

繰り出しでございます。

以上のとおりで、歳出合計は１億３９７万６１９円となり、歳入歳出差引き０７

０万４５５円を次年度へ繰り越しいたします。

１１ページ、１２ページは、決算実質収支に関する調書と財産等に関する調書をつけ

ておりますので、御覧いただきたいと存じます。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第７９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８０号議案、令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８０号議案、令和４年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見
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書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、使用料及び手数料が３万９６０円、基金繰入金が５０８万円、繰越金

が５万５６１円などで、歳入合計は５２２万３９４円となっております。

歳出では、産業廃棄物処理事業費が５１５万７６９円、歳出合計も同額、歳入歳

出差引き額は６万６２５円で、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

平岡住民生活課長。

○住民生活課長（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。それでは、詳細説明をさせて

いただきます。

まず、歳入につきまして、事項別明細書５ページ、６ページを御覧ください。１款使

用料及び手数料は３万９６０円で、搬入した瓦礫、合計２ ４トンの処分地使用料で

す。２款財産収入１万５５８円は財政調整基金の利子です。３款繰入金５０８万円

は、産廃処理事業の財政調整基金からの繰入金です。４款繰越金５万５６１円は前年

度繰越金です。５款諸収入４万３１５円は消費税の還付金であります。

以上、歳入合計が５２２万３９４円でございます。

続きまして、歳出、事項別明細書７ページ、８ページをお願いいたします。１款産業

廃棄物処理事業費は５１５万７６９円で、支出の主なものといたしまして、１２節

委託料は１４８万０５０円で、内訳は備考欄に記載しておりますが、施設管理業務委

託料を地元鍛治区、大河区へ計９４万円、処分場の表流水と地下水の水質検査の委託料

が３５万０００円、管理業務委託料は、処分場及び周辺の除草作業の委託で１９万

０５０円です。１４節工事請負費は処分場の造成仕上げ工事費で３６０万円、工事の

内容は、安定勾配等の土工一式と、山下がりの雨水を処理する縦排水の水路を設置して

おります。２４節積立金１万５５８円は財政調整基金への積立てです。

以上等で、歳出合計が５１５万７６９円でございます。

なお、９ページに決算実質収支を、１０ページには財産等に関する調書を記載してお

ります。

４年度末現在の基金残高は、１億９７０万０００円となっております。

令和４年度産業廃棄物処理事業特別会計決算の説明は以上でございます。よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８１号議案、令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第８１号議案、令和４年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、基金繰入金８１９万４３１円、財産収入１３４万４０５円、歳出では、

一般管理費１４万０３９円、基金積立金１３４万４０５円、地域振興費で集落運営

諸経費助成金１３４万３９２円、集落拠点集会施設整備事業補助金６７０万円であり、

歳入歳出合計ともに９５３万８３６円となり、歳入歳出差引き額はゼロ円で、実質収

支額も同額であります。また、寺前地区振興基金の決算年度末現在高は、６億１０４

万１３７円でございます。

以上が決算の概要でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８２号議案、令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８２号議案、令和４年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、基金繰入金２００万４２３円、財産収入１１万０５５円、歳出では、

一般管理費４２３円、基金積立金１１万０５５円、地域振興費で一般会計繰出金２

００万円であり、歳入歳出合計ともに２１１万４７８円となり、歳入歳出差引き額は

ゼロ円で、実質収支額も同額であります。また、長谷地区振興基金の決算年度末現在高

は、１億１１５万３１８円でございます。

以上が決算の概要でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８３号議案、令和４年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定の件に

ついて、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８３号議案、令和４年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳出

決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、保守管理受託料２１２万７３１円、国・県補助金２５１万０００円、

一般会計からの繰入金００７万６０４円などでございまして、歳入合計は４８８

万６５５円となっております。

－１２８－



歳出の主立ったものでは、浄化槽６基の更新を含み、修繕費で０７８万６５４円、

浄化槽の管理委託で２２６万７８０円、新規の設置補助で１１６万円となっていま

して、歳出合計も４８８万６５５円となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。第８３号議案、令和

４年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の主なものについて詳細説明をさせてい

ただきます。

まず、事業内容でございますが、神河町が浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排

水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを

目的とし、実施をしております。令和４年は、これまで一般会計で事務執行をしており

ましたが、国の補助要件をクリアするため、年度途中で特別会計へ移行を行わせていた

だきました。

それでは、５ページ、６ページの事項別明細書をお願いをいたします。決算の内容と

しましては、歳入で１款１項１目衛生使用料として２１２万７３１円、これは、管

理受託をしております５３０基の使用料を下水道使用料と同じ算出方式で徴収をさせて

いただいております。２款１項１目衛生費国庫補助金は、循環型社会形成推進交付金と

して、市町設置型６基に係る更新工事と、個人設置型２基の新設補助に係る分でござい

ます。３款１項１目の衛生費県補助金は国庫補助に係る県の随伴補助でございまして、

新・生活排水フォローアップ作戦事業で、事業費の ５％が補助金でございます。４款

１項１目一般会計繰入金は、歳入歳出がプラス・マイナス・ゼロとなるように最終一般

会計から繰入れをしていただいております。

次に、歳出でございます。７ページ、８ページをお願いいたします。主立ったものと

しましては、浄化槽の更新６基を含め、修繕費で０７８万６５４円、浄化槽の管理

委託料が２２６万７８０円でございます。それと、浄化槽の設置補助金としまして

１１６万円を支出しております。

主立ったものは以上でございます。

また、１０ページに財産等に関する調書をつけてございますので、確認をお願いした

いと思います。

以上が内容説明でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８４号議案、令和４年度神河町水道事業会計決算認定の件について、提出者

の説明を求めます。
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山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８４号議案、令和４年度神河町水道事業会計決算認定の件に

ついて御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。令和４年度は、主要事業としては水道管路

緊急改善事業で、長谷、中村、寺前、福本及び寺野地内の一部の水道管の布設替え工事

を実施。また、債務負担行為で山田第１配水池の更新工事に着手をし、安全・安心のラ

イフラインづくりの強化を図りました。

経営面においては、経営健全化に向けた経費の節減に取り組み、収納の強化にも努め

ました。

運営面では、有収率の向上のため、漏水調査を行い、漏水修繕工事については可能な

限り直営工事とし、コスト縮減を図りました。また、市川町と水道資材等の共同発注を

行い、経費削減を図りました。

経営状況では、収益的収支の事業収益は３億１４９万０００円、事業費用は３億

２４７万０００円で、収支では当年度純利益９０１万０００円となりました。

資本的収支では、資本的収入は２億０７９万０００円で、資本的支出は４億１

２７万０００円で、うち建設改良費２億７１７万０００円、企業債償還金１億

４１０万０００円となり、収支不足額１億０４７万０００円は、過年度分損益勘

定留保資金等で補填いたしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。それでは、第８４号

議案について、詳細を説明させていただきます。

まず、１ページをお願いいたします。決算報告書で３条予算の収益的収入及び支出で、

収入の第１款水道事業収益の決算額は４億７０４万１５２円でございます。これは、

先ほど町長が説明をしました金額の税込みの金額でございます。支出の第１款水道事業

費用の決算額は３億８２７万１２８円となりました。この金額も税込みでございま

す。

２ページをお願いをいたします。資本的収入及び支出でございます。収入の第１款資

本的収入の決算額は２億０７９万３００円、支出の第１款資本的支出の決算額は４

億１２７万０２３円。資本的収入が資本的支出額に不足する額１億０４７万７

２３円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填をしております。
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３ページをお願いいたします。損益計算書でございます。こちらは消費税抜きの金額

でございます。営業収益は２億４０８万７６４円、営業費用は３億３１９万７４

６円、差引き１億９１０万９８２円の営業損失となっています。営業外収益は１億

７４０万８４１円、営業外費用は９１１万５８６円、経常利益は９１９万２７

３円となりました。特別利益はゼロ円、特別損失が１７万９３０円でございましたの

で、当年度の純利益は９０１万３４３円となってございます。前年度繰越利益剰余

金が３億３０６万２７０円でございましたので、当年度未処分利益剰余金は３億

２０８万６１３円となってございます。

４ページには、剰余金計算書をつけてございます。確認をお願いしたいと思います。

次に、５ページ、６ページは、貸借対照表でございます。５ページの資産の部で、固

定資産合計額は４３億８１万１２３円、流動資産の合計は４億６３４万６４７円で、

資産合計は４７億７１６万７７０円となっています。負債の部は、固定負債の企業債

が２３億４４１万３０１円。６ページの流動負債合計は２億９６５万７６８円で

ございます。繰延べ収益では、長期前受金が３２億４６６万８３２円で、長期前受金

収益化累計額はマイナスの１９億２８７万１２４円、繰延べ収益合計額は１２億

１７８万７０８円となり、負債合計額は３８億５８５万７７７円となっています。

次に、資本の部は、資本金合計が４億３７４万５０１円。剰余金では、工事負担

金が５４８万８７９円で、利益剰余金の当年度未処分利益剰余金が３億２０８万

６１３円となっており、剰余金合計は３億７５６万４９２円。資本合計は８億１

３１万９９３円で、負債資本合計は、資産の合計と同額の４７億７１６万７７０円

でございます。

７ページをお願いいたします。キャッシュフローの計算書でございます。まず、業務

活動によるキャッシュフローはプラスの１億３４５万２８７円、投資活動によるキ

ャッシュフローはマイナスの２億１１６万３２６円、財務活動によるキャッシュフ

ローはプラスの１５９万４７９円となってございます。業務活動のキャッシュフロ

ーがプラス、投資活動がマイナス、財務活動がプラスとなってございますので、健全経

営ではございますが、将来の返済負担が多くなると想定をされます。資金の増減額はマ

イナスの６１１万５６０円。資金の期首の残高が４億７５１万７６６円であった

ので、資金の期末残高としましては、３億１４０万２０６円となってございます。

８ページ、９ページは、注記表でございます。重要事項の説明を記載しております。

御確認をお願いします。

次は、決算附属書類でございます。１０ページは、先ほど町長から説明をいたしまし

たので、省略をさせていただきます。

次、１１ページをお願いいたします。経営指標について御説明をさせていただきます。

まず、経常収支比率でございますが、これは経常費用、つまり営業費用プラス営業外

費用が経常収益（営業収益プラス営業外収益）によってどの程度賄われているかを示す
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指標でして、この比率が１００％未満である場合、収益で費用を賄えず、経常損失が生

じていることを意味をしますが、今年度も、少しではありますが、１００％を超えてい

ますので、健全な経営ができていることが分かります。

次の料金回収率でございますが、これは給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えて

いるかを示した指標でありまして、１００％を切っていますので、７ ０８％の残り約

２３％を一般会計からの繰入金等で賄っているというところでございます。

次は、有形固定資産減価償却率でございますが、これは有形固定資産のうち償却対象

資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す指標で、資産の老朽化度合いを示してお

ります。一般的に数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示しておりまし

て、当町は５ ２８％となっており、全国平均が４ ２０％でございまして、それと比

べましても若干高い数値となっております。資産の老朽化が大きな問題となってきてお

ります。

次の管路経年劣化率は法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す指標で、管路の老

朽化度合いを示しております。当町は５ ０１％となっていまして、約２２０キロある

管路の約半数が耐用年数を超えていまして、更新工事を平成３０年度から積極的に行っ

ておりますが、財政的にも、また人的にも限度がありますので、漏水が多く発生してい

る管路、またＡＩ診断で危険度の高いランクのものから更新を行っている状況でござい

ます。

最後に、管路更新率ですが、当該年度における更新率でございまして、 ２４％と低

い数値のようですが、全国的には ６％程度でございますので、当町の取組は進んでい

るほうだというふうに言えると思います。

１２ページ、１３ページをお願いいたします。２ポツの工事については、主要な工事

を記載をしております。全部で１４件となっております。

３ポツの業務量では、給水人口が昨年度より２０７人減っており、それに伴い配水量、

給水量も減ってきております。有収率は６ ２０％で、３年度は６ ３０％でしたので、

前年度より １ポイント減となりました。管路の改修工事を進め、漏水調査も実施して

おりますが、町内の全域で老朽化が進み、改修が追いついていない状況でございます。

人口減、また節水意識の浸透により、確実に営業収益は減ってきております。持続可

能な水道事業とするため、さらなる経営戦略を進めていく必要がございます。

１４ページをお願いいたします。重要契約の要旨を記載しております。確認をお願い

いたします。

次に、１５ページを御覧ください。企業債及び一時借入金の概要でございますが、企

業債の前年度末残高は２４億５２０万８６４円で、本年度借入額は１億５７０万

円、本年度償還高が１億４１０万５２１円の償還でございましたので、本年度末の

残高が２４億６８０万３４３円となってございます。

次に、１７ページの収益費用明細書を御覧ください。主立ったものを説明をいたしま
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す。１項１目１節の水道使用料は２億９２２万１６０円で、内訳は基本料金、超過

料金とメーター使用料でございます。続いて、２項２目１節は一般会計からの補助金

４５８万０００円で、高料金対策と企業債元利償還補填、また、令和４年度は原油・

物価高騰対策補助金として５００万円を繰入れをしてございます。３目１節長期前受金

戻入は４９３万２６０円で、国・県補助金、工事負担金、受贈財産評価額を収益化

をしております。

１８ページをお願いいたします。４目のその他雑収益は、落雷によります機器の故障

に係る修繕保険金等でございます。

次に、１９ページの支出でございます。１項１目の原水及び浄水費５５４万９３３

円は、１２か所の浄水場に係る経費でございます。次に、２目の配水及び給水費で７

５７万０８３円、これは配水池や配水管等に係る費用でございます。

次に、２０、２１ページをお願いいたします。４目の総係費は３７９万２６６円

で、職員５名の人件費や事務費が主なものでございます。次に、５目の減価償却費は２

億１５２万８７７円で、建物、構築物等の減価償却費で、現金支出を伴わない営業

費用となっております。

次に、２２ページをお願いします。２項の営業外費用が９１１万５８６円で、う

ち企業債の借入償還利子で７４７万３０９円となってございます。３項の特別損失

は１７万９３０円で、１０件の過年度分の水道料金減免還付金でございます。

次に、２３ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。資本的収

入について、企業債で１億５７０万円、国庫補助金で２５５万円、新規給水管引込

み工事負担金としまして２５４万３００円の収入がございました。

次に、２４ページの資本的支出をお願いします。１款１項１目の事務費で、事業費に

係る職員給料１名分を計上してございます。総額で８５４万７３５円でございます。

２目施設費で、主なものは１節の委託料で、実施設計、施工管理等業務費用で５１６

万１８２円、２節の工事請負費で、水道管路改善工事等で２億６７２万８１９円

となっています。

２５ページをお願いいたします。２項企業債償還金で、借入償還元金として１億４

１０万５２１円を支出してございます。

２６ページをお願いいたします。固定資産明細書でございます。表の右下の年度末償

却未済額は４３億８１万１２３円となっております。

２７ページと２８ページは企業債の明細表で、１５ページの説明の内訳でございます。

確認をお願いいたします。

参考資料としまして、補填財源明細書、固定資産減価償却明細書、経営分析書を添付

をさせていただいております。また、決算説明資料としまして、神河町水道事業の主な

指標、利用状況別使用件数、それから使用量、使用料金のそれぞれの調書、配水区別収

支決算状況、職員給与費に関する調書、繰入金の状況、損益計算書と貸借対照表及び業
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務量、補填財源の推移の年度別の比較表を提出していますので、御確認をいただきたい

と思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８５号議案、令和４年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８５号議案、令和４年度神河町下水道事業会計決算認定の件

について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。当町の下水道事業は全町で生活排水処理施

設が整備されており、水洗化率は９ ０３％と高い数字で、住民の皆様に快適な生活環

境を提供しております。令和４年度の主要事業としましては、下水道事業の経営戦略の

見直しに基づき、計画のとおり事業を実施しております。また、上小田処理区と大河内

処理区の接続が完了し、供用を開始しており、これで大河内処理区の統廃合工事は全て

完了いたしました。下水道事業を将来にわたり継続するため、経営の健全化、安定化に

向けた取組を継続し、実施しております。

経営状況では、収益的収支の事業収益が６億１１２万０００円、事業費用は５億

０４９万円で、収支では当年度純利益０６３万０００円となりました。

資本的収支では、資本的収入は３億４９９万０００円、資本的支出は６億２７２

万０００円で、うち建設改良費は１億５３６万０００円、企業債償還金は４億７

３５万０００円となり、収入不足額２億７７２万０００円は、過年度分損益勘定

留保資金等で補填いたしました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。それでは、第８５号

議案について詳細を説明させていただきます。

決算書１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出で、収入では、第１款下水

道事業収益の決算額は６億８９４万６９８円でございます。この金額も水道事業同

様、先ほど町長が説明しました金額の消費税込みの金額となってございます。支出では、

第１款下水道事業費用の決算額は５億３２９万０９４円となってございます。

２ページをお願いをいたします。資本的収入及び支出で、収入は、第１款資本的収入
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の決算額は３億４９９万３００円でございます。支出は、第１款資本的支出の決算

額は６億２７２万６０７円。資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億７７２

万３０７円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填をしております。

３ページをお願いいたします。損益計算書でございます。営業収益は４億６１６万

２３１円、営業費用は４億８８７万０４０円で、差引き後の営業損失は２７０

万８０９円でございます。次に、営業外収益は１億４９６万９５７円、営業外費

用は１５２万００５円でございます。営業収支と営業外収支を合わせますと０７

２万１４３円の経常利益となります。特別損失が８万５５０円でございましたので、

当年度純利益としましては０６３万５９３円となってございます。前年度繰越欠損

金が９億８４６万４５２円でございましたので、当年度末の未処理欠損金は８億

７８２万８５９円となってございます。

４ページは、剰余金の計算書と欠損金処理計算書でございます。御確認をお願いをい

たします。

次に、５ページ、６ページの貸借対照表を御覧ください。５ページ、資産の部として、

固定資産合計額は９１億７１８万２２５円、流動資産合計は６億３２４万２０

７円で、資産合計は９８億４３万４３２円でございます。次に、負債の部の固定負債

は３５億３６２万２５９円となっております。

６ページをお願いいたします。流動負債合計は５億７９２万７８４円でございま

す。繰延べ収益合計は３３億００３万２４５円で、負債合計額は７４億１５８万

２８８円となってございます。

次に、資本の部でございます。資本金合計は３０億３８７万３５７円、資本剰余

金合計は１億２７９万６４６円、利益剰余金合計がマイナスの８億７８２万８

５９円、資本合計が２３億８８４万１４４円、負債資本合計は、資産合計と同額の

９８億４３万４３２円でございます。

７ページをお願いいたします。キャッシュフローの計算書でございます。業務活動に

よるキャッシュフローはプラスの２億８４２万０６９円、投資活動によるキャッシ

ュフローはマイナスの６１０万６２８円、財務活動によるキャッシュフローはマイナ

スの１億４１７万９６８円となってございます。業務活動がプラス、投資活動がマ

イナス、財務活動がマイナスとなっていますので、健全な経営状態であると思います。

資金の増加額は８１３万４７３円で、資金期首残高が５億７８７万３５０円で

ございましたので、資金期末残高は６億６０１万８２３円となってございます。

８ページ、９ページは、注記表でございます。この注記表は、決算書で分かりにくい

もの、重要なものとして、引当金の計上方法、またセグメントごとの営業収益等を記載

しております。御確認をお願いをいたします。

決算附属書類の１０ページは、先ほど町長が説明しましたので、割愛をさせていただ

きます。
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次に、１１ページをお願いをいたします。経営指標について説明をさせていただきま

す。下水道事業は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティプ

ラント整備事業の３つのセグメントごとの経営指標としておりまして、経常収支比率は

全て１００％を上回り、健全と言えます。経費回収率はコミプラで効率が悪く、公共、

それから農集では効率よく運用ができていることが分かります。処理場の統廃合を進め

まして、効率のよい運営を努めていきたいと思っております。有形固定資産減価償却率

は約５０％となっていまして、機器の更新は行っておりますが、建物、それから処理槽

などが経年をしておりまして、近年では耐震化また耐水化を国は進めるように指導して

きています。また、管渠の老朽化率は０％ですが、地域によっては不明水が、大雨が降

ると管路に入ってきていますので、不明水調査を行いながら、管路の健全化に努めてい

きたいと思っております。

１２ページをお願いいたします。２ポツの工事、建設改良工事の概況でございますが、

建設仮勘定になっていました上小田、南小田の下水接続工事も含めて計上をしておりま

す。御確認をお願いをいたします。

次に、１４ページを御覧ください。業務量ですが、年間処理水量は１２４万５６５

立米、有収水量は約９４万立米、有収率は７ ７％であります。不明水の浸入、それか

ら井戸水のみなし水量が影響していると思われます。中段の事業収入に関する事項です

が、後の収益費用明細書で説明をいたしますが、営業収益が減っております。水道事業

と同じ原因ですが、人口減による水道使用量が減となっていることによります。

１５ページをお願いをいたします。 重要契約の要旨ですが、１１件ございます。確

認をお願いいたします。 のイ、企業債については、本年度末残高は４０億１１１万

２４８円となってございます。

次に、１６ページをお願いいたします。収益費用明細書でございます。主な事項につ

いて説明をさせていただきます。１項１目１節の下水道使用料は、基本料金と使用料金

を合わせまして１億７８８万１５０円でございます。２目他会計負担金は２億７

６０万４２６円、これは人件費、減価償却費補填補助金として一般会計から繰入れを

してございます。内訳については、別ファイルの神河町事業会計決算説明資料の２９ペ

ージを御確認いただけたらと思います。続いて、２項営業外収益で主なものは、２目他

会計補助金としまして、一般会計から補助金が８４１万５７４円で、これは企業債

利息の償還の補助金として９４１万５７４円、それから、原油価格・物価高騰対策

補助金としまして９００万円を補助をしていただいております。３目長期前受金戻入は

１億６４２万８３３円となってございます。

次に、１７ページの支出でございます。１項１目管渠費が３７２万７２０円で、

これは下水道本管、それからマンホールポンプ等の維持管理に係る経費でございます。

２目処理場費が１億２２９万０８８円で、町内１１か所の処理場に係る経費でござい

ます。
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１８ページの３目総係費は０５１万４４０円で、職員４名の人件費、それから事

務経費に係るものでございます。

１９ページをお願いいたします。４目減価償却費は３億２２６万３７７円となっ

てございます。

２０ページをお願いいたします。２項営業外費用で主なものとしましては、企業債償

還利息が９４１万５７４円となってございます。３項特別損失は８万５５０円、

これは過年度分の下水道使用料の減免還付でございます。全部で１１件分でございます。

次に、２１ページをお願いいたします。資本的収入及び支出で、１款１項１目企業債

で建設改良企業債が７２０万円、資本費平準化債が２億５７０万円でございます。

２項１目１節の国庫補助金は、社会資本整備総合交付金で１００万円、３項１目１節

一般会計出資金が０２７万０００円となってございます。

２２ページを御覧ください。１款１項１目事務費は、職員１名分の給料等でございま

す。同じく２目１節委託料で、上小田・南小田管路接続工事に係る施工監理業務で６２

２万０００円を執行してございます。２節工事請負費は、上小田処理区と南小田処理

区の管路接続工事費ほかで０３４万０００円の執行でございます。３目固定資産購

入費１５８万６７９円は、軽トラック１台の購入費でございます。

次に、２３ページ、２項１目の企業債償還金でございます。４億７３５万９６８

円の償還を行っております。

２４ページをお願いいたします。固定資産明細書でございます。表の右下の年度末償

却未済額は９１億７１８万２２５円となってございます。

次に、２５ページから２９ページにかけては、企業債の明細表でございます。

２９ページ右下の未償還残高は４０億１１１万２４８円となってございます。

３０ページ以降は、参考資料として、補填財源明細書、固定資産減価償却明細書、経

営分析書を添付をさせていただいております。御確認をお願いをいたします。また、そ

の他、別ファイルになりますが、決算説明資料につきましては、下水道事業の主な指標、

事業別収支決算状況、職員給与費に関する調べ、年度別の損益計算書、それから貸借対

照表、業務量、補填財源、それから一般会計の繰入金の説明資料等を提出しております

ので、御確認をいただけたらと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。どうぞよろしく御審議いただきますよう

お願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で第８５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第８６号議案、令和４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８６号議案、令和４年度公立神崎総合病院事業会計決算認定

の件について御説明申し上げます。
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本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

令和４年度の状況について、私からは、決算説明資料の３１ページに掲載している成

果や問題点等、概略を説明させていただきたく存じますので、そちらのほうを御覧くだ

さい。

令和４年も、新型コロナウイルス感染症対策に傾注した１年でございました。地域に

おける陽性患者数が流行の波を重ねるごとに増加する中で、休日における発熱者への診

察体制強化をはじめ、ワクチン接種や町民のコロナ無料検査受託など、町立病院として

の責務を全うするとともに、県中播磨健康福祉事務所管内における感染症対策の牽引役

を担ってきたところでございます。医師確保対策では、播磨姫路圏域における特定中核

病院の指定を受けたことから、医師確保等の取組について県の積極的支援を受けられる

ことになり、令和２年４月から県養成医である総合診療内科医を派遣いただきました。

また、平成３１年４月から１人減となっていた常勤外科医師１名を採用するとともに、

耳鼻咽喉科常勤医師の退職に伴い、神戸大学に非常勤医師派遣を要請。定年退職となっ

た歯科医師は、会計年度任用職員として継続して任用するなど、神戸大学及び大阪医科

薬科大学からの非常勤医師の派遣も並行しながら受け、医師確保対策を進めました。

コロナ禍３年目の令和４年度は、コロナ禍当初に落ち込んだ患者数もほぼ回復し、診

療単価の増と相まって、医業収益の改善につながりました。また、コロナ関係補助金制

度も継続されたことから、近年まれに見る規模の純利益を計上することができ、収益的

収支において３億８４３万０００円の黒字で締めくくることができました。

収益的収支について、項目ごとに少し説明をさせていただきます。

まず、医業収益ですが、前年度に比べ１億３１２万０００円、率にして ５％増

加し、３０億８５７万円となりました。増収の主な要因は、新型コロナ罹患者など患

者数の増加と、診療報酬上のコロナ対応加算をはじめとする診療報酬の充実、見直し、

強化による診療単価の増加によるものです。

医業外収益は、新型コロナ防止等対策や物価高騰対策に係る交付金といった町からの

繰入金が増えたことや、新型コロナに係る国や県からの補助金が継続され、中でも病床

確保料等の補助金を受けられたことなどにより、前年度に比べ７８９万０００円、

率にして１ ７％増加し、５億５０２万０００円となりました。

医業費用は前年度に比べ１７４万円、率にして ６％増加し、３２億９４０万

０００円でした。給与費は、感染症防疫作業手当や看護職員等の処遇改善手当を計上し

たことにより、昨年度に比べ ７％増加しましたが、医業収益に対する給与費比率は６

４％となり、昨年度より ８ポイント減少しました。また、患者数の増加や物価高騰

により、前年度に比べ材料費は１ ４％、経費は ２％増加しました。一方、高額医療

機器の償還終了に伴って、減価償却費が前年度に比べ４４５万０００円減少したた

め、医業費用全体の増加率を抑えることができました。
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医業外費用は、控除対象外消費税額増加の影響により、前年度に比べ ３％増の１億

５４０万０００円となり、特別損失は、看護師修学資金貸与金返還免除費用のうち

引き当て分以外を計上しました。

次に、資本的収支の状況でございます。資本的収入は、医療器械備品等購入のため、

企業債が０８０万円で、一般会計からの出資金、これは過疎債分を含みますが、１億

１６６万０００円、新型コロナに係る県補助金が１２６万０００円、看護師修学

資金貸与金の返還金が１４５万円でございまして、収入合計は１億５１８万円となり

ました。一方、資本的支出は、医療器械備品等購入費が９３１万０００円、企業債

償還金が１億７０４万０００円、看護師修学資金貸付金１名分が６０万円でして、

支出合計は２億６９６万０００円となりました。資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額８７１万７４７円は、過年度損益勘定留保資金等で補填いたしました。

以上が決算の概要でございまして、令和３年度に引き続き黒字で締めくくることがで

きましたが、課題も山積していると考えています。

大きくは２点あると考えています。１点目は、次世代を担う医師の確保でございます。

現在、当院の常勤医師の平均年齢は５９歳、これは県養成医と神戸大学からの派遣医師

３名を除いた内容でありまして、また、看護師は４５歳であり、確実に高年齢化してい

ます。中長期に安定した医療を提供するためには、医師や看護師等の医療従事者の確保

は必須ですが、人口や患者数が右肩下がりの傾向にある中で、今後の動向をしっかりと

見極め、次世代を担う医療従事者をしっかりと確保しつつ、病院全体としては戦略的な

縮小も視野に入れて、総合的に検討を進める時期に来ていると考えています。

２点目は、何といっても経営改善の推進であります。令和４年度には院内に経営改革

推進室を設置し、令和２年度からの取組により明らかになった課題を中長期・短期課題

として整理し、具体的に議論を進めました。その議論も含め、令和２年度以降の取組を

総括し、当院の現状や今後の在り方などについて諮問すべく、令和５年３月に神戸大学

医学部附属病院長を院長として外部委員７人で構成する神河町病院改革委員会を開催し

ました。今後、経営（収支）改善に関することや経営改善計画及び経営強化プランの策

定など、当院の将来設計について議論し、答申を受けることとしています。令和５年度

以降もさらに加速させ、強力に推進していくため、町及び病院内の体制も強化構築し、

不透明感は大きいものの、計画的に着実に各種対策を講じてまいりたいと意を強くして

いるところでございます。

国の医療費抑制策の下、人口減少、受療率低下等の影響により、全国の自治体病院の

経営は非常に厳しい状況が続いており、経営状況は極めて厳しい状況下ではございます

が、当院は地域医療の拠点病院として、地域住民の皆様に安全・安心な生活を送ってい

ただくため、よりよい医療の提供に向けて、今後におきましても職員が一丸となって懸

命に努力してまいる所存でございます。

以上、決算の状況と、当院が早急に取り組むべき課題等について申し上げました。
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決算の詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。病院事業

会計決算について詳細説明をさせていただきます。

それでは、公立神崎総合病院事業会計決算書の１ページをお願いいたします。決算報

告書の収益的収入及び支出でございまして、金額は消費税込みの数字でございます。上

段の収益的収入は、病院事業収益で決算額は３６億６０２万０３７円で、内訳は医

業収益と医業外収益です。下段は収益的支出で、病院事業費用の決算額は３３億７０

５万４３９円で、内訳は医業費用、医業外費用、特別損失でございます。詳細は後ほ

ど明細書で御説明を申し上げます。

次に、２ページをお願いいたします。こちらは資本的収入及び支出でございます。上

段は資本的収入で、その決算額は１億５１８万３５８円、企業債、出資金、補助金及

び貸付金の返還金でございます。下段は資本的支出で、決算額は２億３８９万１０

５円、内訳は建設改良費、企業債償還金及び投資でございます。詳細は後ほど明細書で

御説明申し上げます。

次に、３ページ、損益計算書を御覧ください。この損益計算書以降は消費税抜きの記

載でございます。まず、医業収益は、入院及び外来収益等で３０億８５６万６１１

円、医業費用は給与費、材料費、経費等で３２億９４０万４０４円、医業損失が１

億０８３万７９３円でございます。医業外収益は負担金交付金、補助金等で５億

５０２万１５９円、医業外費用は支払い利息及び企業債取扱諸費などで１億５４０

万９６３円となり、医業外利益が４億９６１万１９６円、経常利益が３億８７８

万４０３円となりました。特別損失は看護師修学資金貸与金返還免除金で３５万円で、

当年度純利益は３億８４３万４０３円、前年度繰越欠損金が１０億０５５万５６

７円でしたので、当年度未処理欠損金が７億２１２万１６４円となりました。

５ページは、欠損金の計算書でございます。上段の表の左から２列目の中ほどに記載

している当年度変動額の他会計出資金の受入金１億１６６万３５８円は一般会計か

らの出資金でして、当年度末残高資本合計は、右下に記載しておりますとおり、２８億

３６３万８０５円でございます。欠損金の処理計算書も掲載をしておりますけれど

も、処理はございません。

次に、６ページ、貸借対照表をお願いいたします。固定資産で有形固定資産の土地、

建物、建物附属設備、構築物、器械及び備品、車両で、有形固定資産合計が４５億９

５２万２０９円、投資その他の資産は長期前払い消費税などで１億１０３万７２

７円となり、固定資産合計は４７億０５６万９３６円でございます。流動資産は現

金預金や医業未収金などで１６億３０２万３３１円となり、資産合計は６３億３
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５８万２６７円でございます。

次に、７ページ、負債の部をお願いします。まず、固定負債です。企業債は３０億

８３３万４９９円で、うち２億０００万円は令和２年度に発行した特別減収対策企

業債でございます。流動負債は１年以内の償還期限を迎える企業債や未払い金などで４

億０７０万２０３円、繰延べ収益の長期前受金などは０９０万７６０円で、負

債合計は３５億９９４万４６２円でございます。資本金は３６億５７６万９６９

円、欠損金の当年度未処理欠損金は７億２１２万１６４円で、差引きの資本合計が

２８億３６３万８０５円となり、負債資本合計は６３億３５８万２６７円でご

ざいます。

８ページから決算報告書でございます。８ページから１１ページまでは、事業の概況

といたしまして、１年間の取組や収支状況、経営指標に関する事項を掲載しております。

町長の説明と重複しますので、説明は省略をさせていただきます。

１２ページは議会議決事項でして、９件でございます。

１３ページは職員に関する事項でございまして、令和５年３月３１日現在で医師が２

３人、看護師１１５人、医療技術職員５５人、事務員４１人、労務員４７人、合計２８

１人でございます。

１４ページと１５ページは工事及び資産購入の状況でございますけれども、工事はな

く、医療器械の購入費として、３８品目で９３１万４００円でございました。

１６ページと１７ページは業務のうち業務量などを掲載しております。

まず、患者数の状況でございますけれども、入院患者数は前年度に比べ ４％増加し、

３万２４７人。一日の入院患者数の平均は１０ ８人で、前年度に比べ ５人増加し

ました。

外来患者数は前年度に比べ ３％増加し、９万９４９人。特に、休日夜間の患者数

が前年度に比べ４ ５％も増加し、０２０人となりました。これは、周辺地域でも新

型コロナが流行したことにより、例年に比べて診療時間外の患者が多かったことが要因

でございます。

１７ページをお願いいたします。②の手術件数は合計で４７４件、③の検査件数は外

注検査を含めて５５万４８９件、エックス線の件数が２万７７７件、ＣＴ件数は

８６５件、ＭＲＩ件数は４６３件、解剖はゼロ件でございました。次に、④の調剤件

数でございますけれども、入院・外来合計で３万２６９件、給食数は患者食と患者外

食合計で１０万４１５食でございます。⑤の大畑診療所の状況でございますけれども、

患者数が５８人、収益が５０万０３５円でございます。⑥の病床利用状況は、病床数

１４０床、年延べ稼働病床数が５万１００床、年延べ入院患者数が３万２４７人、

病床利用率は７ ８％となりました。

１８ページは事業収入に関する事項、１９ページは事業費用に関する事項でございま

す。
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まず、事業収入に関する事項でございますが、主なものとしまして、医業収益の入院

収益は１６億０５９万４７７円で、前年度比較５２２万４８６円の増、外来収

益９億７４４万９０６円で、前年度比較２１７万４４５円の増となりました。

負担金交付金で２億５５３万０００円、その他医業収益で２億４４８万１９３円

を受け入れ、医業収益合計は３０億８５６万６１１円、前年度比較で１億３１２

万２５３円の増となりました。医業外収益では、負担金交付金で２億９６９万６

４２円、補助金で２億２１３万５１８円等を受け入れ、合計５億５０２万１５

９円で、前年度比較７８９万７３２円の増でございます。事業収入合計では３６億

３５９万７７０円で、前年度比較２億１０２万９８５円の増となりました。

次に、１９ページ、事業費用に関する事項で、主なものといたしまして、医業費用の

うち給与費は２０億５１７万０９２円で、前年度比較４７５万６６９円の増、

材料費は３億６３９万２００円で、前年度比較５４３万０４３円の増、経費は

４億９７９万７９３円で、前年度比較７９２万１４９円の増、減価償却費は３

億６１０万７３３円で、前年度比較４４５万６８８円の減、合計３２億９４０

万４０４円で、前年度比較１７４万１７３円の増となりました。医業外費用の合計

は１億５４０万９６３円で、前年度比較８５７万０５３円の増でございます。特

別損失３５万円を加えた事業費用合計は３３億５１６万３６７円で、前年度比較

６８６万２２６円の増、事業収支額は３億８４３万４０３円、前年度比較１億４

１５万７５９円の増でございます。

２０ページをお願いいたします。 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況でご

ざいます。①企業債でございますけれども、左から３列目、本年度借入額の財政融資資

金と地方公共団体金融機構の合計０８０万円は、医療器械購入分でございます。その

右の列、本年度償還額は１億７０４万１６５円で、その右の列、本年度末の残高は

３２億６１９万１３０円でございます。次に、②の一時借入金でございますけれど

も、令和４年度においては一時借入金ゼロ円でございます。

次に、 議会の議決を経なければ流用できない経費の決算についてです。職員の給与

費は、予算額２１億５９３万０００円に対しまして、決算額は２０億９４３万

６８２円、交際費は、予算額７０万円に対し、決算額が４５万５１０円となりました。

２１ページはキャッシュフロー計算書で、１の業務活動で５億１６７万３４３円、

２の投資活動でマイナスの７２０万４００円、３の財務活動で５４２万１９３円と

なり、資金の増加額が４億９８９万１３６円となりました。資金の期首残高が５億

９５３万２９７円でございましたので、資金の期末残高が９億９４３万４３３円と

なりました。

次に、２２ページ、収益費用明細書をお願いいたします。

まず、１款病院事業収益、１項医業収益は３０億８５６万６１１円で、その内訳

は、入院収益、外来収益、大畑診療所収益、一般会計からの繰入金である負担金交付金、
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その他医業収益でございます。

２３ページをお願いします。２項医業外収益は５億５０２万１５９円で、一般会

計からの繰入金である負担金交付金、国県補助金、患者外給食収益、長期前受金戻入、

在宅医療・介護連携支援センター収益、その他医業外収益でございます。なお、補助金

の２億２１３万５１８円のうち、そのほとんどである２億２２５万８８０円は、

県からの新型コロナウイルス感染症対策事業補助金でございます。

次に、２５ページ、費用の部でございます。

１款病院事業費用、１項医業費用は３２億９４０万４０４円で、うち給与費が２

０億５１７万０９２円で大変高い割合を占めております。

２９ページをお願いいたします。２目材料費は３億６３９万２００円で、薬品費、

診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費でございます。３目経費は４億９７９万

７９３円で、報償費から３３ページまでの雑費まででございます。

３３ページをお願いいたします。４目交際費は４１万１８５円でございます。５目

減価償却費は３億６１０万７３３円で、建物などの減価償却費でございます。

３４ページをお願いいたします。６目資産減耗費は固定資産の除却費で、１９９万

９３９円。７目研究研修費は６６９万５０２円で、謝金、図書費、旅費、研究雑費

でございます。８目大畑診療所費用は２８１万９６０円で、看護師等の人件費、検査

委託料等経費でございます。

３５ページをお願いいたします。２項医業外費用は１億５４０万９６３円で、支

払い利息及び企業債取扱諸費、長期前払金償却、患者外給食材料費、在宅医療・介護連

携支援センター費、雑支出の控除対象外消費税などでございます。

３６ページをお願いします。３項特別損失は３５万円で、看護師修学資金貸与金返還

免除の損失でございます。

３７ページをお願いします。資本的収支の明細書でございます。

１款資本的収入の１項企業債は０８０万円で、医療器械購入分でございます。２項

出資金は１億１６６万３５８円で、一般会計からの通常分の出資分と医療器械購入

に係る過疎債分でございます。３項補助金は１２６万０００円で、新型コロナウイル

ス感染症対策を講じるために必要な医療器械購入に係る補助金でございます。５項の貸

付金返還金は１４５万円で、看護師修学資金貸与金の返還金でございます。

３８ページをお願いします。１款資本的支出、１項建設改良費は器械備品購入費の

９３１万４００円でございまして、１４ページ、１５ページに掲載している３８品目

の器械を購入させていただきました。２項企業債償還金は１億７０４万１６５円で、

３項投資の看護師修学資金貸与金は１名分の６０万円でございます。

次に、３９ページは有形固定資産の明細書でございます。令和４年度において、土地、

建物、建物の附属設備、構築物について、増減はございません。下から３行目の器械及

び備品は、当年度の購入分で９３１万４００円増額し、除却器械分として２億５
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７７万５７円を減額。一番下の車両についても除却車両分で４２２万７５０円の減額

でございまして、総資産の年度末の現在高は８７億８１１万７７３円でございます。

総資産の減価償却累計額は４２億８５８万５６４円であり、年度末の償却未済高は４

５億９５２万２０９円でございます。

次に、４０ページは企業債の明細書でございますけれども、本年度の借入については

医療器械購入分の０８０万円で、下から５行目と６行目の合計でございます。

４１ページ、４２ページは注記表でございます。

４３ページから４７ページは固定資産減価償却の明細書で、記載のとおりでございま

す。

４８ページは補填財源明細書で、一番下の合計が資金剰余金といわれるもので、１３

億０１７万７５９円でございます。

以上で、病院の決算について詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で、第８６号議案の提案説明は終わりました。

これで、１４件の決算認定の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩します。再開を１５時２０分とします。

午後３時００分休憩

午後３時２０分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

ここで、代表監査委員から、令和４年度神河町各会計決算について審査の結果を報告

していただきます。

藤後秀喜代表監査委員、よろしくお願いします。

○代表監査委員（藤後 秀喜君） 失礼をいたします。代表監査委員の藤後でございます。

よろしくお願いいたします。令和４年度の決算審査報告の前に、一言御挨拶を申し上げ

ます。

議員の皆様には神河町の振興発展のために日々御尽力をいただいておりますこと、こ

の場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。また、職員の皆様には、神河町の

福祉向上・発展のために献身的に取り組まれておりますこと、深く感謝申し上げます。

令和４年度決算審査は、令和２年３月に策定・公布されました監査基準にのっとり、

今まで以上に公正で合理的かつ能率的な行財政運営が確保されているか、また監査委員

からの指摘事項の改善状況を主眼において、例月出納検査、行政監査、決算審査の各監

査を議会選出の吉岡監査委員とともに実施してまいりました。

各監査においては、軽微な指摘や改善事項について、例年どおりその都度、口頭での

是正・改善等を求め、適切な処理が行われるよう意見を述べてまいりましたが、日常業

務に生かしていただければ幸いでございます。
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令和３年度の指摘事項については、副町長主導で担当各課が真摯に検討・対応してい

ただき、特に、収支見込み調書の精度向上と適正な資金運用に取り組まれた結果、一定

の成果があり、大いに評価させていただきました。しかし、改善いただきたい課題もあ

り、引き続きの改善取組に期待をいたしたいと思います。

各監査を通じて、幹部職員の皆様との質疑においても真摯で的確な答弁を頂戴し、そ

れぞれが意欲を持って政策目的に基づいた事業展開に積極的に取り組まれている姿勢に

対し、高く評価をさせていただくところでございます。今後も一層の住民サービスの維

持向上に努められることを期待します。

令和４年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大という困難な状況

下において、病院関係職員の皆様をはじめ、健康福祉課、その他関係部署のみならず、

全職員の皆様が住民の感染防止、健康維持の対策・対応に最大の努力をしておられる姿

勢に感銘を受けるとともに、感謝いたしているところでございます。地域住民も行政に

期待するところは多大なものがあり、今後も住民福祉の目的のため、一層の努力を期待

したいと思います。よろしくお願いをいたします。

また、一方、住民の行財政運営に対する関心も高まり、そのニーズも多様化・高度化

しております。今後も一層の行財政運営の健全性と公正・透明性を確保し、住民の信頼

性を高めるための努力を期待するところでございます。

それでは、私のほうから令和４年度神河町各会計の決算審査について御報告をさせて

いただきます。

決算書２ページを御覧ください。地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第

５項並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町長から審査に付された令和

４年度神河町各会計決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財

産に関する調書について、事項別、課ごとに説明を聴取し、関係法令に準拠して作成さ

れているか、決算計数が正確であるか、予算が適正かつ効率的に執行されているかなど

について、関係諸帳簿及び証拠書類の照合のほか、必要と認めるその他の審査を、役場

３階第１会議室及び公立神崎総合病院会議室において、令和５年７月１９日、２０日、

２１日、２４日、２５日の５日間にわたり、吉岡監査委員とともに実施いたしました。

審査の結果としましては、各会計の決算書、歳入歳出事項別明細書並びに附属書類は

いずれも法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合し

た結果、適切に処理されていることを認めました。

一般会計ほか１３会計と多岐にわたっており、各会計決算に係る審査意見は、それぞ

れ決算書に添付されているとおりですので、概要を報告させていただきます。

３ページを御覧ください。令和４年度は、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策

として全世帯に商品券配布や非課税世帯等に対してプッシュ型の現金給付など、町民の

生活への支援が行われました。また、事業主や法人事業者、高齢者や障害福祉施設を有

する事業者に対しても、原油価格・物価高騰対策として支援金を交付し、事業継続の支
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援が行われました。さらに、新たなまちづくりの羅針盤となる「２０５０神河将来ビジ

ョン」が策定され、３０年先も元気な町を目指すための取組の方向性が定められました。

このように、多くの事業に取り組まれた努力は評価させていただきたいと思います。

財政健全化指標のうち実質公債費比率は、前年度から ８ポイント改善され１ ７％

となっております。また、将来負担比率は、前年度比 ２ポイント悪化の３ １％とな

っています。

財政状況が厳しさを増す中で、社会経済情勢の変化を的確に把握し、歳入増に向けた

取組を進めるとともに、既存の事務事業の廃止・見直し等も視野に入れ、引き続き財政

基盤の強化と持続可能な行財政運営を行っていただくよう望みます。

まず、一般会計について報告をいたします。

令和４年度一般会計決算は、歳入総額８９億５０５万０００円、歳出総額８６億

１５２万円で、歳入歳出差引き額は２億３５３万０００円となり、ここから令和

５年度へ繰り越すべき財源８１１万０００円を差し引いた実質収支額は、１億５

４１万０００円の黒字決算となっております。

歳入の主な内容でございます。

普通交付税は前年度比１億１３３万０００円の増、特別交付税は前年度比７４９

万０００円の増となり、地方交付税全体では前年度比で ５％の増となりました。特

別交付税については、当初予算額よりも多く交付を受けることができ、当町の様々な取

組に対する評価の表れと考えます。当局の財源確保の努力を評価したいと思います。

町税は、固定資産税の減価償却で９８２万０００円の減、土地で４４８万００

０円の減などにより、前年度比 ３％の減となりました。

国庫支出金は、子育て世帯への臨時特別給付金７８６万０００円の減、住民税非

課税世帯給付金３７４万０００円の減などにより、前年度比 ９％の減となりまし

た。

県支出金は、地籍調査補助委託金３０２万０００円の増、農業生産コスト低減対

策補助金９７１万０００円の増などにより、前年度比１ ８％の増となりました。

町債は、臨時財政対策債１億６４０万０００円の減、辺地対策債４８０万の減、

公共事業等債２２０万円の減などにより、前年度比２ １％の減となりました。

また、寄附金でございますが、ふるさとづくり応援寄附金７９１万円の増、まち・

ひと・しごと創生寄附金２５０万円の増などにより、前年度比５ １％の増となりま

した。

次に、歳出の主な内容でございます。

総務費は、財政調整基金積立事業１億６７３万０００円の減、公共施設維持管理

基金積立事業１億３３６万０００円の減などにより、前年度比 ８％の減となりま

した。

衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、令和３年明許分、６６
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７万０００円の減、地域再生可能エネルギー導入等戦略支援策定事業９１２万円の減

などにより、前年度比 ９％の減となりました。

民生費は、子育て世帯への臨時特別給付金事業１億３７０万０００円の減、住民

税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業９１８万０００円の減などにより、

前年度比 ４％の減となりました。

教育費は、小学校施設整備事業１９１万０００円の増、学校給食施設感染症拡大

防止環境整備事業９１８万０００円の増などにより、前年度比 ０％の増となりまし

た。

６ページを御覧ください。令和３年度決算で意見をしました７項目については、一定

の改善が図れています。

特に、③の収支見込み調書の精度向上と適正な資金運用については、挨拶の中でも申

し上げましたとおり、一定の成果があり、その取組を高く評価させていただきました。

また、⑧の事務事業進捗管理シートの活用については、事業の見直し、改善、効率化

のために導入され、日常の業務に活用されていますが、各課の活用状況で差異が生じて

いるため、一定のルールに基づいて活用されるよう望むため意見させていただきます。

いずれの事項も常に留意して取り組むべき事項であり、特に意見させていただきます。

①契約事務を行うに当たっては、競争性、経済性、公平性及び透明性の確保に努めら

れたい。

②補助金交付団体の会計処理は、要綱に基づいて適正に行い、報告書については一定

の統一したものを作成すること。あわせて、各種補助金の成果を常に検証し、内容によ

っては補助金額の見直しも検討されたい。

③各課提出の収支見込み調書の精度を高め、適正な資金運用に努められたい。

④内部統制システムの運用の徹底を図られたい。特に各課の事務マニュアルは毎年の

点検実施をしてください。

⑤職員の心身の健康管理面から、適正配置や業務の効率化等事務分掌、超過勤務が常

態化しないよう人事管理に十分な留意を払われたい。

⑥備品管理台帳の精度を高め、適正な財産管理に努められたい。

⑦各課における窓口での現金の取扱いについては、公金取扱マニュアルに基づき、事

故を防止されたい。

⑧ＰＤＣＡサイクルを効果的に回し、事業の見直しや改善を図るため、事務事業進捗

管理シートの活用の徹底を図られたい。

以上、８点について特に意見を述べさせていただきました。

次に、介護療育支援事業特別会計でございます。

７ページを御覧ください。小児療育事業の登録者は、就学前児５５名、就学児７１名

となっています。利用児や保護者への直接的な支援や学校、各町保健担当、中播磨健康

福祉事務所等と連携した子供たちを支える仕組みが定着しています。小規模施設の特徴
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を生かした素早い対応や音楽療法、社会生活技能訓練等療育内容の充実を図っているこ

とを評価しています。

障害のある子供たちの学校卒業後の課題については、成人期の就労で、地元で働ける

場を開拓していくことが課題となっています。今後も企業とのキャリアガイダンスを継

続的に行っていただくことを望みます。

保護者の高齢化に伴い、親亡き後の不安を抱える方が増加。また、近年は、通常学級

に在籍している境界域の児童への支援、精神障害者に対する理解促進などが求められて

おり、各種課題解決に各課、市町、事業種別を超えた連携が必要となっています。今後

も、それぞれの専門性を生かした効果的な支援を実施いただくことを期待します。

次に、国民健康保険事業特別会計でございます。

国民健康保険税の徴収率は７ ８％となっており、令和４年度末の収入未済額、滞納

額は３０６万０００円となっています。徴収率が頭打ちで、滞納額も高額となって

いることから、町税等滞納整理委員会において関係課と連携し、より一層の徴収強化と

納税相談等の対応をお願いします。

歳出の中で最も大きな割合を占める保険給付費（医療費）は９億１６１万円で、心

疾患やがん、Ｃ型慢性肝炎等による高額な手術、薬剤を処方されているケースがあり、

依然高額となっています。より一層、保険事業の推進と特定健診の受診率向上につなが

る取組を行っていただくことを望みます。

また、９年度をめどに、遅くても令和１２年度には兵庫県下で保険税水準が統一化さ

れる予定であるので、財政調整基金を計画的に投入し、被保険者にとって急激な税負担

にならないよう慎重な対応を望みます。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

８ページを御覧ください。後期高齢者医療保険料の徴収率は９ ４％となっており、

令和４年度末の収入未済額（滞納額）は５６万０００円となっています。令和４年度

の平均被保険者数は前年度平均から２６人増加し、２２２人となっています。療養給

付費についても、前年度と比較して１ ７％増加しています。医療費の適正化に向け、

引き続き関係課が連携し、特定健診の受診率向上や健康づくり教室への参加啓発など、

医療費抑制、高齢者の健康増進につながる取組の継続を期待します。

次に、介護保険事業特別会計でございます。

介護保険料の徴収率は９ ４％となっており、令和４年度末の収入未済額（滞納額）

は１６４万０００円となっています。

保険給付費では、介護サービス給付費等諸費が１２億７７２万０００円となって

います。コロナ禍でしたが、感染予防に注意しながら認知症予防教室、転倒予防教室な

ど高齢者が気軽に集える場づくりも支援されています。集いの場も再開に向けた働きか

けにより、７割程度の集いの場が再開、立ち上げをすることができています。杉区で行

われた地域づくりを通じた介護予防プロジェクトの調査分析結果等も活用し、より一層
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の支援、啓発を望みます。

また、生活支援協議体では、さらなる設立を推進されていますが、介護スタッフ不足

から専門職以外の担い手養成が急務となっています。生活支援コーディネーターと連携

し、啓発を行い、地域における支え合いの支援体制づくりをより一層推進していただく

ことを望みます。

次に、土地開発事業特別会計でございます。

９ページを御覧ください。深刻化している人口減少に歯止めをかけるためにも、引き

続き、カクレ畑の分譲促進と併せ、新たな分譲地の開発に期待します。

次に、訪問看護特別事業会計でございます。

令和４年度も新型コロナウイルス感染症の影響で訪問制限や利用者の利用自粛がある

中、職員の感染予防対策を行いながらサービスの提供を行われたり、新型コロナウイル

ス感染症に感染された患者への訪問も行われたりと、高い使命感を持ってサービスを提

供されたことを高く評価しています。

超高齢化社会となった今、身体機能が低下しても自宅で生活したいと思う方や高齢者、

末期のがん患者が自宅での在宅療養を希望するケースも多くあります。利用者背景の多

様化で、様々な角度からの対応が必要になるため、多職種連携をスムーズに図ることが

求められるとともに、今後、訪問看護事業の必要性はさらに高まっていくと思われます。

今後も関係機関との連携を密にしていただくとともに、かんざき訪問看護ステーション

経営戦略に基づき、より地域に根差した訪問看護を行い、住民の方々が安心して生活で

きるよう、引き続きの事業推進を望みます。

次に、産業廃棄物処理事業特別会計でございます。

令和４年度は、２ ４トンの残土等が搬入されています。処分地の仕上げ工事を計画

どおり進めるとともに、今後の瓦礫等の受入れについては地元との合意事項を遵守しな

がら適正な運営に努めていただくことを望みます。

次に、寺前地区振興基金特別会計でございます。

１０ページを御覧ください。歳入決算額、歳出決算額ともに９５３万０００円とな

っています。この会計の財源は基金からの繰入金が主なもので、引き続き、適切、効率

的な基金の管理、運営を望みます。

次に、長谷地区振興基金特別会計でございます。

歳入決算額、歳出決算額ともに２１１万０００円となっています。この会計の財源

も基金からの繰入金が主なもので、引き続き、適切、効率的な基金の管理、運営を望み

ます。

次に、浄化槽事業特別会計でございます。

国の指導により、令和４年度から一般会計にありました浄化槽事業会計を特別会計へ

移行されています。

使用料の徴収率は９ ４％で、滞納額は２８万０００円となっています。引き続き、
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町税等滞納整理委員会において、関係課と連携して徴収強化を図っていただくことを望

みます。

また、今後１０年間で耐用年数を迎える浄化槽が約９割となっています。浄化槽の更

新工事を順次行っていく必要があるため、更新計画の策定と財源確保に努めていただく

ことを望みます。

これで一般会計及び特別会計を終わります。

次に、水道事業会計でございます。

令和４年度水道事業会計決算書の表紙から１ページめくっていただいたところにある

決算審査意見書、 の経営評価と今後の課題を御覧ください。神河町水道事業経営戦略

やアセットマネジメント、水道管路のＡＩ診断により、水需要に即した施設規模の適正

化に努められています。

また、使用料の未収金については、納付指導の取組強化や訪問徴収、給水停止や支払

い督促申立て、町税等滞納整理委員会において関係課と連携した徴収取組等収納強化に

も努められ、あわせて、漏水修繕工事の可能な限りの直営化や市川町と水道資材等の共

同発注によりコスト・経費の削減に取り組まれていることは高く評価しています。

しかし、年間給水量、水道使用料はともに減で、有収率は漏水修繕、管路更新工事を

多く実施されているにもかかわらず、６ ２％と依然悪い数字になっています。人口減

少で収益が見込めず、布設から４０年を超える水道本管や給水管からの漏水も多発し、

確実に老朽化していることから、今後の経営状況はますます厳しくなっていくものと考

えます。

このような中、財政健全化に向け、さらなるコスト意識の高揚、経費の削減を図るた

め、アセットマネジメントや経営戦略の見直し結果を用いて、中長期的財政収支に基づ

いた計画的な施設更新等の実行、また、施設のダウンサイジングや隣接市町との広域化

・共同化を検討し、確実で安定的な経営に結びつけていく必要があります。引き続き、

施設の老朽化、耐震化対策、隣接市町との広域化を行うことにより、安全で安定した水

道水の供給に努められることを期待します。

次に、下水道事業会計でございます。

令和４年度下水道事業会計決算書の表紙から１枚めくっていただいたところにある決

算審査意見書を御覧ください。生活排水水洗化率は９９％と高く、快適な生活環境の提

供が維持できています。

効率的で持続可能な運営のため、神河町下水道事業経営戦略に基づき、下水道施設の

長寿命化事業及び統廃合事業を計画し、上小田処理区を大河内処理区へ統合し、大河内

処理区の統廃合工事が終了したことについては評価しています。

使用料の未収金については、水道事業会計と同様、債権回収に取り組まれており、未

収金が前年度と比べて７０万０００円減少していることは高く評価しています。

しかし、人口減少による使用料の減少、老朽化に伴う機械装置の修繕の増加、原油価
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格高騰等による施設の電気代高騰等の影響もあり、経営の健全化・安定化には事業経費

の節減、未収金の収納強化が必要です。今後も公正かつ合理的、能率的な徴収を行って

いただき、確実で安定的な経営に結びつけていく必要があります。

下水道事業経営戦略に基づき、コスト意識の高揚、経費の削減、未収金の収納、水洗

化率の向上に努めていただくとともに、引き続き処理場の統廃合に取り組んでいただき、

下水道事業を将来にわたり継続するため、広域化・共同化の検討、経営の健全化・安定

化に向けた取組を期待します。

最後に、公立神崎総合病院事業会計でございます。

令和４年度公立神崎総合病院事業会計決算書の表紙から１枚めくっていただいたとこ

ろにある決算審査意見書、 経営評価と今後の課題を御覧ください。

収益面では、医業収益で入院患者数、外来患者数ともに前年度より増加し、前年度比

５％の増となっています。医業外収益では、県からの補助金、町からの繰入金により、

前年度比１ ７％の増となっています。

一方、費用面では、決算書１９ページの記載のとおり、医業費用で、給与費が前年度

比 ７％の増、材料費が前年度比１ ４％の増、経費が前年度比 ２％の増となってい

ます。

医業外費用は、控除対象外消費税額増加の影響により、前年度比 ３％の増となり、

事業費用全体では ７％の増となっています。

以上の結果、令和４年度の経常利益は、３億８７８万０００円の黒字となっていま

す。

令和４年度も新型コロナウイルス感染症対策で、休日の発熱者への診療体制強化やワ

クチン接種、町民のコロナ無料検査に取り組むなど、公立病院として中播磨健康福祉事

務所管内における感染症対策の中核を担ってきたことを高く評価しています。

播磨姫路圏域における特定中核病院の指定を受けたことで、県から内科医１名の派遣、

神戸大学から非常勤医師の派遣を受けるなど医師確保対策に積極的に取り組まれていま

す。引き続き、診療体制の維持をお願いします。

経営面については、医業収益に占める給与費の割合が６ ４％と依然高止まりしてい

ます。常勤医師の平均年齢は５９歳、看護師の平均年齢は４５歳と高年齢化しており、

給与費も高くなっています。人口や患者数が右肩下がりの傾向にある中で、医業収益の

確保、給与や職員数の適正化などにより、抜本的な見直しが必要になっています。

経営改善面では、特に患者数について約２０年前と比較すると、外来患者数は約６割、

入院患者数は約８割に落ち込んでおり、患者数の増加が喫緊の課題となっています。町

病院経営改善対策本部会議の取組等により、職員の経営意識の高まりや診療報酬算定対

策の強化がなされ、入院・外来単価が上昇に転じているので、患者数の増加に対する取

組を期待します。

新型コロナウイルスの影響で令和２年度に落ち込んだ患者数もコロナ前とほぼ同じ数
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に回復し、また新型コロナウイルス感染症感染対策関係補助金制度も活用できたことで

大きな純利益を計上することができました。

しかし、次年度以降はこの補助金制度の存続も危ぶまれることから、より一層計画的

かつ着実に対策を講じる必要があります。病院の役割を再認識し、地域の医療福祉の核

となるよう取組を期待するとともに、計画的な経営改善の取組に努めていただくことを

望みます。地域唯一の公立病院として、より信頼される組織づくりを期待します。

以上、一般会計ほか１３会計に対する意見の概略を報告させていただきました。長時

間ありがとうございました。

○議長（小寺 俊輔君） 代表監査委員の決算審査報告が終わりました。

それでは、ただいまより審査報告に対する質疑を受けます。代表監査委員の日程の都

合上、本日のみ出席いただくことになっておりますので、御了承願います。

それでは、質疑のある方いらっしゃいますか。特に質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） それでは、これをもって審査報告に対する質疑を終結します。

藤後秀喜代表監査委員にはどうもお疲れさまでした。ありがとうございました。

以上１４件の決算の質疑については第３日目に行い、本日は説明のみにとどめます。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。明日、６日は休会にしたいと思いますが、これに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認めます。よって、明日、６日は休会と決定

しました。

次の本会議は、９月７日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。どうも皆さんお疲れさまでした。

午後３時５５分散会
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